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道
路
関
係
四
公
団
の
本
格
的
な
民
営
化
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
よ
り
公
平

性
の
観
点
に
立
っ
た
料
金
体
系
へ
の
移
行
、
E
T
C
の
普
及
促
進
、
高
速
道

路
の
利
便
性
向
上
、
適
切
な
管
理
水
準
の
確
保
な
ど
の
課
題
を
認
識
し
た
上

で
の
今
後
の
有
料
道
路
事
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
昨
年
、
社
会
資
本
整
備

審
議
会
に
対
し
て
国
土
交
通
大
臣
よ
り
諮
問
が
な
さ
れ
、
重
点
的
な
議
論
の

場
と
し
て
有
料
道
路
部
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。

東
ア
ジ
ア
の
急
速
な
経
済
成
長
、
安
全
･安
心
や
環
境
問
題
に
関
す
る
国

民
の
意
識
の
高
ま
り
な
ど
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
高
速
道
路

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
有
効
活
用
及
び
そ
の
た
め
の
料
金
の
あ
り
方
、
機
能
強
化

の
方
向
性
等
に
つ
い
て
、
有
料
道
路
部
会
で
は
、
合
計
八
回
に
わ
た
り
審
議

が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
平
成

一
九
年
八
月
三
一
日
に
は

｢中
間
と
り
ま
と

め
｣
を
公
表
し
、
幅
広
く
国
民
の
ご
意
見
を
伺
っ
た
。

平
成
一
九
年
三

月
三
〇
日
、
社
会
資
本
整
備
審
議
会
会
長
よ
り

｢道
路

関
係
四
公
団
の
民
営
化
後
の
新
し
い
課
題
に
対
応
し
た
有
料
道
路
事
業
の
あ

り
方

(中
間
答
申
)｣
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
へ
答
申
が
な
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
中
間
答
申
本
文
及
び
参
考

資
料
に
つ
い
て
は
、
有
料
道
路
部
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(耳
君
"
尋
鶏
尋
1且
言
旛
o
1

汚
き
且
官
"
□淺
oミ
自
分
x片
目
･
を
参
照
さ
れ
た
い
。

攣

高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
有
効
活
用
等
に
向
け
た
課
題

1

一
般
道
路
を
含
め
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
に
お
け
る

道
路
交
通
に
関
す
る
課
題

高
速
道
路
に
並
行
す
る
一
般
道
路
が
混
雑
す
る
一
方
で
、
高
速
道
路
の
交

通
容
量
に
余
裕
が
あ
る
区
間
が
多
く
存
在
(全
体
の
約
六
五
%
)
す
る
ほ
か
、

同
じ
高
速
道
路
路
線
で
も
、
曜
日
や
時
間
帯
に
よ
り
交
通
量
に
大
き
な
差
が

生
じ
、
利
用
状
況
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る

(図
1
)。

2

高
速
道
路
の
料
金
に
関
す
る
課
題

･
高
速
道
路
の
料
金
水
準
に
つ
い
て
、
諸
外
国
と
比
べ
割
高
で
あ
り
、
物

道
路
局
有
料
道
路
課



1%

H 1 7年度センサス

84 1区間

65% 朧藝秀麗鰹熟考雌鶏麩縦旛で、

※データ :平成 1 7 年度センサス
※ ｢並行する一般道｣ とは高速自動車国道と並行する一般国道若しくは

主要地方道を示す
※ ｢混雑度｣ とは、 交通量を交通容量で除したもの

･例えば、4車線区間の交通容量は、約4 ~ 6万台/ 日程度
･交通容量は車線数、市街地等の区分、大型車混入率等から算出

図 1

流
コ
ス
ト
高
に
よ
る
国
際
競
争
率
の
低
下
等
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

内
閣
府
の
世
論
調
査
に
お
い
て
も
、
国
民
の
五
割
を
超
え
て
お
り
、
割

高
感
の
解
消
が
重
要

(図
2
)。

･
整
備
の
経
緯
等
に
よ
り
料
金
体
系
が
ま
ち
ま
ち
。

･
大
都
市
圏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
事
業
主
体
の
混
在
等
に
よ

り
、
料
金
体
系
が
複
雑
に
な
る
と
と
も
に
、
高
速
道
路
の
連
続
利
用
に

対
す
る
割
高
感
を
も
た
ら
し
て
い
る

(図
3
)。

･
都
市
高
速
で
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
に
伴
い
、
同
じ
料
金
で
走
行

可
能
な
距
離
の
差
が
広
が
り
、
利
用
者
間
の
不
公
平
感
が
増
大
。

注1)出典:高速自動車国道の整備効果及び運営方法等に関する調査検討
注2) 1ドル= 114 57円、1ユーロ= 165,29円で計算(平成19年刊月1日現在)
注3)比較対象事業者:日本(NEXC O )、アメリカ(ニュ…ジャージーターンパイク)、フランス(コフィルート社)、

イタリア(アウトストラーデ社)

今よ引延し、水準とすべき 5 1.8 %

8 % l Z L 3% 2 7 .8 % 2 4‐0 % 7 .2 96封 10 .4 %、

1,4 %o

10% 20% 30% 40% 50% 60% フ0% 80 % 90% 100 %

□適切な料金水準である
□聯斤ずにたば整銭簿、適正たば樋軽里室を“テラボこ忍)‘こfよ、やむ、在砦鱈たはし、料金をフKJ隼である
□腐し、料金水準なので、管理･サービス水準を下げて、今より低い水準とすべき
□高い料金水準なので･通行料金のf也に新たな財源1告鐙を検附して~今より低い水準とすべき 出典:内閣府
□一概に言えなし、 『道路に関する世論調査｣
のその他 (平成倖8年7月調査)
　　　　　　　　　

図 2
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図 3
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米
の
約
二
倍
で
あ
り
、
高
速
道
路
の
利
用
促
進
の
ネ
ッ
ク
の
一
つ
と
な

っ
て
い
る
。

･暫
定
二
車
線
の
区
間
で
は
、
死
亡
事
故
率
が
四
車
線
以
上
の
区
間
と
比

べ
て
高
く
、
死
亡
事
故
原
因
の
約
八
割
が
対
向
車
線
へ
の
は
み
出
し
に

よ
る
正
面
衝
突
を
占
め
る
と
と
も
に
、
災
害
時
な
ど
、
一
般
的
に
は
全

面
通
行
止
め
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
多
い
ほ
か
、
暫
定
二
車
線
の

対
面
通
行
区
間
で
は
利
用
者
に
と
っ
て
期
待
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
得
ら
れ

っ 米 我
て の が
い 約 国
る 一 に

お
ト け

る
高

、 速
道
　
　

の
イ
、/

3

高
速
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
機
能
強
化
に
関
す
る
課
題
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図 4
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76% ナ

事
業
主
体
等
の
違
い
か
ら
環
状
ル
ー
ト
の
料
金
が
都
心
通
過
ル
ー
ト
よ

り
も
割
高
に
な
り
、環
状
道
路
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
。



　
　
死

出典:(財)交通事故総合分析センター｢交通統計｣平成16年版、
国土交通省資料
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*高速道路と一般道路の平均旅行速度をもとにC0 2排出量を算出したもの。
算出方法;建設省土木研究所が作成した推計式(1997年)を用いて集計

　
　図

な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る

(図
4
)
。

我
が
国
の
高
速
道
路
は
建
設
か
ら
相
当
の
年
数
が
経
過
す
る
も
の
も
多

く
、
将
来
、
抜
本
的
な
補
修
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
早
い
段

階
で
損
傷
が
発
生
し
に
く
く
な
る
対
策
が
求
め
ら
れ
る
。

三

高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
有
効
活
用
の
あ
り
方

高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
有
効
活
用
を
図
る
こ
と
は
、
利
用
者
が
優
れ

た
快
適
性
や
速
達
性
を
直
接
享
受
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
の
効
用

と
し
て
、
環
境
の
改
善
、
安
全
性
の
向
上
に
加
え
、
ヒ
ト

･
モ
ノ
の
移
動
の

円
滑
化
･
活
発
化
に
よ
っ
て
地
域
の
活
性
化
や
物
流
の
効
率
化
に
も
資
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
交
通
誘
導
を
行
う
こ
と
が
重
要
。

【環
境
の
改
善
･
安
全
の
確
保
】
(図
5
)

･
環
境
負
荷
軽
減
や
安
全
性
向
上
を
図
る
た
め
、
大
型
車
等
を
は
じ
め
と

し
て
、
一
般
道
路
か
ら
高
速
道
路
へ
の
転
換
を
促
進
。

･高
速
道
路
に
お
け
る
特
定
の
路
線
の
渋
滞
又
は
特
定
の
時
間
帯
に
よ
る

環
境
負
荷
を
解
消
･
緩
和
す
る
た
め
、
環
状
道
路
の
利
用
を
促
進
又
は

交
通
集
中
す
る
時
間
帯
の
交
通
量
を
平
準
化
。

【地
域
の
活
性
化
】

･
地
域
間
の
連
携

･
交
流
を
強
化
す
る
た
め
、
一
般
道
路
が
混
雑
す
る
時
間

帯
に
お
い
て
交
通
容
量
の
あ
る
並
行
す
る
高
速
道
路
へ
の
誘
導
を
促
進
。

【物
流
の
効
率
化
】

･
国
際
競
争
力
の
向
上
や
輸
送
コ
ス
ト
の
軽
減
の
た
め
、
物
流
関
係
車
両

に
つ
い
て
、
特
定
の
時
間
帯
に
偏
る
こ
と
な
く
高
速
道
路
利
用
の
促
進

を
図
り
、
特
に
夜
間
に
お
い
て
一
般
道
路
か
ら
高
速
道
路
へ
の
誘
導
を

促
進
。

l高速道路*を使う割合とco排出量l

年間篤0万 年間1
トン減 ト

Hl4時点(13% ) 20%になった場合

高速道路分担率(走行台キロベース)

30%になった場合

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
C
0
2
量

220

210

200

190



三

高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

有
効
活
用
の
た
め
の
料
金
の
あ
り
方

交
通
誘
導
に
よ
る
高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

有
効
活
用
の
た
め
の
料
金
の
あ
り
万

れ

交
通
誘
導
の
た
め
の
料
金

(図
6
)

･
料
金
に
よ
る
交
通
誘
導
と
し
て
は
、
高
速
道
路
料
金
の
割
増
や
一
般
道

路
で
の
課
金
導
入
も
選
択
肢
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
社
会
的
な
受
容

性
の
問
題
や
技
術
的
な
課
題
等
が
あ
り
、
直
ち
に
実
現
す
る
環
境
に
は

な
い
こ
と
か
ら
、
高
速
道
路
の
料
金
割
引
が
最
も
現
実
的
な
方
策
。

･
適
正
な
料
金
設
定
を
行
う
た
め
に
は
、
料
金
社
会
実
験
を
通
じ
て
デ
ー

タ
を
蓄
積
し
、
料
金
弾
性
値
や
料
金
収
入
に
与
え
る
影
響
等
を
総
合
的

に
検
証

･
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
。

･
料
金
体
系
が
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
。

･
こ
れ
ま
で
の
料
金
割
引
に
お
い
て
も
、
交
通
誘
導
を
意
図
し
た
割
引
が

実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
会
社
の
努
力
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
て
き
た
も
の

で
あ
り
、
地
域
活
性
化
な
ど
の
政
策
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
規

模

･
内
容
を

一
層
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
。

②
料
金
の
決
定
等
に
お
け
る
国
と
会
社
の
関
係
等
に
つ
い
て

･
一
般
道
路
を
含
め
た
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
交
通
の
最
適
配
分
と

い
う
視
点
が
重
要
で
あ
る
こ
と
や
、
料
金
引
下
げ
が
債
務
を
返
済
す
る

機
構
の
貸
付
料
収
入
の
減
少
に
つ
な
が
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
国
が
主

体
と
な
っ
て
料
金
引
下
げ
に
よ
る
交
通
誘
導
の
基
本
的
な
方
向
性
を
示

す
こ
と
が
必
要
。

･
料
金
割
引
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

Q :高速道路料金割引によって、あなたの利用行動は変わりましたか。

･｢変わらない｣の3割と｢使ったことがない｣｢わからない｣などの1割を除くと、約6割は何らかの行動変容を
伴っていると考えられる。

･｢(割引が適用される時間を意識して)時間をずらす｣｢高速道路の利用回数が増えた｣との答えは、
4割近くにのぼる。

高速通路の利用回数が増えた

蜜わらない

用匝饑を短〈した("!‘凹臥m以内とした)

高速道路の利用距離が長くなった

高速道路の利用回数が綴った

高速道路の利用距離が短くなった

ETCを使わないので割引を使ったことがない

　わ

　　割

出典UA打高速道路料金割引に関するアンケート調査｣平成18年to月

R
U図

h=鶴638/複数回答



迂回讓導料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　
回議漉し、議題甕鰹 趨

く環状道路等)

ネットワー名警備の進登鯵

同一発着同一料金
経路選並腿の自由度の轆大　　

　　　　　　　　　　　　

M爬 シームレス化 *…*……糊………

一
般
道
路
を
含
め
た
大
都
市
圏
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
用
を
最
大
化

距離に応じた料金 ･
＼

.
、 、

-
、

' .
、 ＼̂

都心部を通過するだけの交通を分散
都市内交通の効率的制用の促進

大都市圏ネットワーク

対距離料金制　

　
　　
　　
　
　

放
射
道
路
等

都
市
高
速

放
射
道
路
等

図

を
受
け
入
れ
、
社
会
経
済
の
変
化
に
応
じ
、
国
、
機
構
、
会
社
が
相
互

に
協
力
し
な
が
ら
見
直
す
こ
と
が
必
要
。

③
料
金
の
決
定
等
に
関
す
る
手
続
き
に
つ
い
て

･
料
金
決
定
に
関
す
る
手
続
き
の
正
当
性
･透
明
性
の
確
保
等
に
一
層
努

め
る
こ
と
が
必
要
。

2

大
都
市
圏
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
有
効
活
用
の
た
め
の
料
金
の
あ
り
方

(図
フ
)

･
環
状
道
路
の
整
備
状
況
等
を
踏
ま
え
、
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
効

用
の
最
大
化
を
目
指
し
た
、
わ
か
り
や
す
く
利
用
し
や
す
い
料
金
体
系

と
す
る
た
め
、
同
一
発
着
同
一
料
金
を
基
本
と
し
、
更
に
は
、
環
状
道

路
へ
の
誘
導
料
金
を
検
討
す
べ
き
。

･
料
金
体
系
が
複
雑
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
割
高
感
を
緩
和
し
、
会

社
間
の
連
続
利
用
を
促
進
す
る
料
金
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
。

3

首
都
高
速
道
路
及
び
阪
神
高
速
道
路
の

有
効
活
用
の
た
め
の
料
金
の
あ
り
方

(図
8
)

均

一
料
金
か
ら
距
離
に
応
じ
た
料
金
へ
と
移
行
す
る
こ
と
は
、
利
用
者
負

担
の
公
平
化
や
一
般
道
路
を
含
め
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
効
用
の
最
大
化

を
図
る
観
点
か
ら
必
要
な
措
置
で
あ
り
、
十
分
な
周
知
等
を
図
る
こ
と
に
よ

っ
て
移
行
す
べ
き
。

【料
金
の
上
限
額
の
設
定
】

長
距
離
利
用
者
の
負
担
が
著
し
く
増
加
し
、
一
般
道
路
へ
下
り
て
、
渋

ャ

滞
や
環
境
負
荷
等
の
新
た
な
社
会
的
コ
ス
ト
の
発
生
を
な
く
す
た
め
、

酪

上
限
額
を
設
定
す
る
な
ど
の
措
置
が
必
要
。

【料
金
圏
の
存
続
】

“



L
)

な

E
T
C
車

現
金
車

出口情報(距離)を把握

･
現
行
料
金
が
料
金
圏
毎
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
等
を
十
分
考
慮
し
、
当

面
、
料
金
圏
を
存
続
し
、
現
行
料
金
水
準
を
勘
案
し
た
距
離
別
の
料
金

設
定
と
す
る
こ
と
が
必
要
。

･
料
金
圏
を
ま
た
ぐ
交
通
の
負
担
感
の
増
大
に
対
す
る
配
慮
も
必
要
。

【現
金
車
へ
の
対
応
】
(図
8
)

･
距
離
に
応
じ
た
料
金
制
度
で
は
、
利
用
距
離
や
経
路
が
把
握
で
き
る
E 　

　図

T
C
シ
ス
テ
ム
の
活
用
が
前
提
と
な
る
た
め
、
ま
ず
E
T
C
利
用
促
進

"

の
努
力
等
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
な
お
、
現
金
利
用

を
選
択
す
る
車
両
に
つ
い
て
は
、均

一
料
金
を
徴
収
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

敵　

･
E
T
C
車
と
現
金
車
と
で
料
金
差
が
生
じ
て
も
、
一
台
当
た
り
の
料
金

つ

収
受
コ
ス
ト
に
差
が
あ
る
こ
と
や
E
T
C
活
用
の
社
会
的
な
意
義
等
を

斜

総
合
的
に
勘
案
し
た
料
金
設
定
で
あ
れ
ば
、
公
正
妥
当
主
義
の
観
点
か

済

ら
も
容
認
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
現
金
車
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン
ジ
ご
と
の
利
用
可
能
な
最
長
距
離
を
勘
案
し
た
料
金
と
す
る

こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
。

4

高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
有
効
活
用
の
た
め
の

料
金
の
設
定
に
お
い
て
前
提
と
な
る
考
え
方

の
償
還
主
義
及
び
公
正
妥
当
主
義
と
の
関
係

【償
還
主
義
と
の
関
係
圓

交
通
誘
導
料
金
に
よ
る
収
入
だ
け
で
は
償
還
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
と
な

る
と
し
て
も
、
受
益
と
負
担
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
た
適
切
な
措
置
に
よ
り
、

着
実
な
償
還
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
償
還
主
義
は
維
持
さ
れ
る
も
の
と

考
え
る
。

【公
正
妥
当
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
】

公
正
妥
当
主
義
は
、
利
用
者
間
の
負
担
の
公
平
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
社

会
情
勢
の
変
化
や
技
術
的
な
可
能
性
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
利
用
者
間
に
料
金

差
を
設
け
る
こ
と
の
目
的
が
合
理
的
で
あ
る
か
、
そ
の
料
金
差
が
社
会
的
に

相
当
で
あ
る
か
と
い
う
点
を
中
心
に
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
交
通
誘
導
料

金
の
考
え
方
は
、
環
境
の
改
善
、
安
全
性
の
向
上
等
の
政
策
課
題
に
対
応
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
E
T
C
の
利
用
が
相
当
程
度
進
ん
だ
こ
と
等
を
背
景



に
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
前
か
ら
実
施
し
て
き
た
各
種
料
金
割
引
等

と
同
様
に
、
合
理
的
で
社
会
的
に
も
受
容
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

②
受
益
と
負
担
の
考
え
方

･
高
速
道
路
料
金
の
引
下
げ
は
、
交
通
渋
滞
や
沿
道
環
境
の
悪
化
等
の
外

部
不
経
済
を
低
減
さ
せ
る
又
は
発
生
を
抑
止
さ
せ
る
ほ
か
、
地
域
の
活

力
や
都
市
機
能
を
強
化
さ
せ
る
な
ど
、
一
般
道
路
利
用
者
、
さ
ら
に
は

沿
道
住
民
、
地
域
に
も
広
く
受
益
が
及
ぶ
。

･
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
範
囲
で
国
や
地
方
が
公
的
負
担

を
行
う
こ
と
は
、
受
益
と
負
担
の
観
点
か
ら
も
合
理
的
で
あ
り
、
適
当

で
あ
る
と
考
え
る
。

･
そ
の
際
に
は
、
会
社
の
経
営
努
力
に
よ
る
自
主
性
の
尊
重
な
ど
民
営
化

の
趣
旨
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
公
的
負
担
に
伴
う
料
金
引
下
げ
が
確
実
に

履
行
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
会
社
等
か
ら
料
金
引
下

げ
の
実
績
報
告
を
求
め
る
な
ど
、
一
般
道
路
を
含
め
た
道
路
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
全
体
の
視
点
か
ら
料
金
施
策
の
効
果
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
必

要
。

四

高
速
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
機
能
強
化
の
あ
り
方

ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
促
進

･
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
間
隔
が
短
縮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
利
便
性
が
向

上
し
、
地
域
活
性
化
や
並
行
す
る
一
般
道
路
の
渋
滞
緩
和
に
資
す
る
な

ど
、
そ
の
受
益
は
広
く
社
会
全
体
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
重
点
的
に
ス
マ

ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
を
促
進
す
べ
き

(図
9
)
。

･
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
と
併
せ
、
ア
ク
セ
ス
道
路
の
整

備
･改
善
や
標
識
等
の
案
内
表
示
の
設
置
･改
善
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

　　
　漱

げ
本線接続型

o　

Q
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みの ふくべがたけ

東海北陸自動車道 美濃IC ~ 瓢ケ岳P A 間の4車線化
完成)

年間渋滞回数と

H 17

　

　　

　

年

f

/
0

0

0

0

0

徊
幻

僑

1 0

5

対向車線への車両の飛
ぴ出し事故件数

H 16 .12 以 降

解
約
1 5

0

　　　
H
"

2

暫
定
二
車
線
区
間
対
策
等
に
よ
る
安
全
性
･
利
便
性
の
向
上

(図
態

･
暫
定
二
車
線
区
間
に
つ
い
て
、
一
部
区
間
の
拡
幅
や
追
い
越
し
車
線
の

増
設
等
機
動
的
な
付
加
車
線
の
設
置
や
四
車
線
化
を
実
施
し
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
べ
き
。

･
車
線
の
減
少
部
な
ど
、
交
通
が
混
雑
す
る
箇
所
で
の
渋
滞
対
策
や
事
故

が
多
く
発
生
し
て
い
る
箇
所
に
お
け
る
線
形
改
良
の
実
施
な
ど
安
全
性

の
向
上
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

･
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
等
の
分
岐
に
関
す
る
情
報
や
渋
滞
情
報
の
充
実
な
ど

利
用
者
の
視
点
に
立
っ
た
道
路
交
通
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
必
要
。

3

予
防
保
全
等
の
促
進

･高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
長
期
的
な
保
全
に
資
す
る
よ
う
計
画
的
に

ス
ト
ッ
ク
の
機
能
強
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
。

･
特
に
、
予
防
保
全
に
よ
る
ス
ト
ッ
ク
の
長
寿
命
化
は
、
現
在
の
償
還
期

間
を
超
え
て
将
来
世
代
に
も
受
益
を
も
た
ら
す
た
め
、
そ
の
負
担
の
あ

り
方
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き

(図
舶
)。

五

今
後
の
E
T
C
活
用
の
方
向
性
等
に
関
す
る
考
え
方

今
後
の
E
T
C
活
用
の
方
向
性

･
引
き
続
き
、
国
、
会
社
、
民
間
事
業
者
が
一
体
と
な
っ
て
、
E
T
C
の

サ
ー
ビ
ス
水
準
の
一
層
の
向
上
に
向
け
た
施
策
の
検
討

･
導
入
を
進
め

る
べ
き
で
あ
り
、
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
促
進
、
E
T

C
活
用
の
多
目
的
化
等
に
取
り
組
む
こ
と
が
有
効
。

･
E
T
C
車
と
現
金
車
の
混
在
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
将
来

的
な
選
択
肢
と
し
て
特
定
の
高
速
道
路
の
利
用
を
E
T
C
車
に
限
定
す

　

　

　

　
　
　m

m図

n
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大早期架替え、 後年度の負担が増大 経過年数
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用

-

0

費

=図

る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
必
要
性
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
E
T

C
普
及
促
進
に
努
め
な
が
ら
、
法
制
的
及
び
技
術
的
な
課
題
に
つ
い
て

幅
広
く
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
。

･
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
設
置
や
新
た
な
料
金
割
引
を
導
入
す
る
際
、
料
金

シ
ス
テ
ム
の
変
更
に
多
大
な
費
用
や
時
間
を
要
し
て
お
り
、
料
金
シ
ス

テ
ム
の
高
度
化
等
を
早
急
に
図
る
こ
と
が
必
要
。

不
正
通
行
対
策
の
強
化

(図
g

確
実
な
償
還
や
利
用
者
間
の
負
担
の
公
平
の
観
点
等
か
ら
、
適
正
な
料

金
徴
収
を
行
う
こ
と
は
会
社
の
責
務
で
あ
り
、
不
正
通
行
の
手
口
や
原

因
の
究
明
等
に
努
め
、
高
性
能
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
設
置
な
ど
対
応
策
を

早
急
に
講
ず
べ
き
。

不
正
通
行
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
、
警
察
等
の
関
係
機
関
と
の
連
携

強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
使
用
者
責
任
の
適
用
等
に
つ
い
て
、
国

･
会

社
が
連
携
し
検
討
を
行
う
こ
と
も
必
要
。

3

将
来
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応

･
現
行
の
協
定
で
は
、
予
期
せ
ぬ
金
利
の
変
動
や
大
規
模
修
繕
な
ど
の
リ

ス
ク
に
対
応
し
切
れ
て
お
ら
ず
、
リ
ス
ク
の
全
て
を
会
社
負
担
と
す
る

こ
と
に
は
限
界
も
あ
り
、
対
応
策
の
検
討
が
必
要
。

･
リ
ス
ク
対
応
と
し
て
、
現
行
制
度
を
よ
り
合
理
的
な
も
の
に
変
え
て
い

く
た
め
、
幅
広
く
検
討
を
行
い
、
協
定
の
見
直
し
に
向
け
て
議
論
を
深

め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。



六

お
わ
り
に

　
　

%行

將等

、通

と

　　
　　

　

蝋

連

0組織(体制)づくり 、

0警察等関係機関との連携強化
0道路整備特別措置法の罰則等の活用

0ポスター.チラシ等による不正通行防止の啓発

今
回
の
中
間
答
申
の
内
容
の
中
心
で
あ
る
高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
有

効
活
用
及
び
そ
の
た
め
の
料
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
具
体
化
を

進
め
る
こ
と
を
期
待
し
、
自
動
二
輪
車
な
ど
を
含
め
た
車
種
区
分
及
び
料
金

の
車
種
間
比
率
の
見
直
し
、
高
速
道
路
の
大
規
模
修
繕
･
更
新
等
現
行
の
協

定
で
は
十
分
に
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
将
来
の
リ
ス
ク
へ
の
対

応
策
な
ど
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
議
論
を
精
力
的
に
進
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

現
在
の
厳
し
い
財
政
状
況
や
高
速
道
路
整
備
に
対
す
る
国
民
の
高
い
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
受
益
者
負
担
の
観
点
や
世
代
間
の
負
担
の
公
平
の
観
点

か
ら
、
基
本
的
に
は
今
後
と
も
有
料
道
路
制
度
の
果
た
す
べ
き
役
割
･意
義

不正通行への対応策

0高性能ビデオカメラの試行又は設置
9開闘バーの試行又は設置

　

　
　

　
0
さ
。
ko
、

騙鬮醐鬮曲

は
大
き
い
も
の
と
考
え
る
が
･

国
民
の
声
に
も
真
摯
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
･

新
た
な
課
題
に
対
応
し
た
今
後
の
有
料
道
路
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
広

範
に
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。

畑開閉バーを押し馴ナて通行し、料金の支払いを免れる。
･前を走るETC車に接近して走行し、開閉バーが閉じる前
に通行することにより、通行料金の支払いを免れる。
･ETCカード未挿入、カードの有効期限切れ、ETC収受機

械の通信異常-こより課金が出来ないまま通行する。等

跨
を　｣を料金収受員に手渡し、通行料金を

不正通行の形態･手口
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非
常
災
害
時
に
海
け
る

蟠
急
襁
護
住
宅
の
週
蹄
占
周
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

晒

は
じ
め
に

道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(平
成
二
〇
年
一
月
一
人
日
政

令
第
五
号
)
に
よ
り
、
道
路
占
用
許
可
の
対
象
と
な
る
施
設
と
し
て
、
自
治

体
な
ど
が
非
常
災
害
時
に
設
け
る
応
急
仮
設
住
宅
が
追
加
さ
れ
、
そ
の
道
路

占
用
が
可
能
と
な
り
ま
し
た

(平
成
二
〇
年
四
月
一
日
施
行
)。

本
稿
で
は
、
改
正
の
背
景
や
内
容
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

二

応
急
仮
設
住
宅
を
占
用
物
件
に
追
加
す
る
背
景

大
規
模
地
震
な
ど
の
非
常
災
害
時
に
は
、
多
数
の
被
災
者
が
生
じ
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
、
自
治
体
な
ど
は
、
こ
れ
ら
被
災
者
を
収
容
す
る
た
め
の
応
急

仮
設
住
宅
を
早
急
か
つ
大
量
に
供
給
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
得
ま
す
。

大
量
の
応
急
仮
設
住
宅
を
設
け
る
た
め
に
は
、
一
定
規
模
以
上
の
空
地
が

必
要
と
な
り
ま
す
が
、
被
災
地
の
空
地
は
、
各
支
援
機
関

(自
衛
隊
、
周
辺

地
方
公
共
団
体
等
)
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
関
係
者
な
ど
の
活
動
拠
点
と
な
り
、

緊
急
に
必
要
な
給
水
施
設
、
炊
出
施
設
、
支
援
物
資
の
荷
捌
場
等
が
優
先
し

て
設
け
ら
れ
る
の
が
通
常
で
す
。
加
え
て
、
地
元
自
治
体
が
あ
ら
か
じ
め
活

動
拠
点
を
設
け
る
た
め
の
用
地
と
し
て
予
定
し
て
い
た
場
所
に
つ
い
て
も
、

地
震
に
よ
る
液
状
化
等
に
よ
り
災
害
後
に
使
用
不
能
と
な
る
ケ
ー
ス
も
み
ら

れ
ま
す
。
よ
っ
て
非
常
災
害
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
応
急
仮
設

住
宅
を
建
設
す
る
た
め
の
空
地
が
不
足
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
政
府
の
中
央
防
災
会
議
は
、
｢平
成
二
〇
年
度
防
災
対
策
の
重
占
に

に
お
い
て
、
大
規
模
災
害
の
被
害
軽
減
へ
の
戦
略
的
取
組
と
し
て

｢避
難

者
･
帰
宅
困
難
者
対
策
の
具
体
化
等
に
取
り
組
む
｣
こ
と
や
、
被
災
地
の
復

旧

･
復
興
支
援
と
し
て

｢被
災
地
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
復
旧

･
復
興
に
向
け

て
、
被
災
地
の
抱
え
る
課
題
を
的
確
に
把
握
し
た
上
で
、
国
と
し
て
で
き
る

限
り
の
支
援
を
行
う
｣
こ
と
を
決
定
し
て
い
ま
す
。
道
路
行
政
に
お
い
て
も
、

道
路
管
理
や
道
路
事
業
に
支
障
の
生
じ
な
い
範
囲
で
道
路
予
定
区
域
な
ど
を

有
効
活
用
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
避
難
者
･
帰
宅
困
難
者
対
策
等
に
寄
与

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

Z6 道行セ 2008.2



今
後
、
首
都
直
下
型
地
震

な
ど
の
大
規
模
な
非
常
災
害

の
発
生
も
想
定
さ
れ
、
首
都

圏
な
ど
で
応
急
仮
設
住
宅
の

建
設
用
地
が
不
足
す
る
事
態

も
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
事
態
に
備
え
、
道

路
区
域
内
の
通
行
の
用
に
供

し
て
い
な
い
部
分
や
道
路
予

定
区
域
な
ど
に
お
い
て
、
応

急
仮
設
住
宅
を
占
用
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
よ
う
法
令

上
措
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。

三

改
正
内
容

1

占
用
物
件
の
追
加

今
回
、
道
路
法
施
行
令
第
七
条
第
八
号
と
し
て
新
た
に
追
加
さ
れ
た
占
用

物
件
に
係
る
条
文
は
次
の
と
お
り
で
す
。

八

建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
内
に
存
す
る
道

路

(車
両
又
は
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
路
肩
の
部
分

を
除
く
。)
の
区
域
内
の
土
地
に
設
け
る
同
項
第

一
号
に
該
当
す
る
応

急
仮
設
建
築
物
で
被
災
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
必
要
な
も
の

建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
は
、
非
常
災
害
時
に
設

け
る
こ
と
が
必
要
な
仮
設
建
築
物

(具
体
的
に
は
、
応
急
仮
設
住
宅
、
官
公

署
、
配
給
施
設
、
現
場
工
事
事
務
所
等
)
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
官
公
署
や
配
給
施
設
等
の
公
共
施
設
に
つ
い
て
は
現
行
の
道

路
法
第
三
十
二
条
第

一
項
第

一
号
又
は
第
六
号
に
該
当
し
て
お
り
、
ま
た
、

現
場
工
事
事
務
所
等
に
つ
い
て
は
道
路
法
施
行
令
第
七
条
第
二
号
に
該
当
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
に
現
行
制
度
に
お
い
て
道
路
占
用
が
可
能
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
応
急
仮
設
住
宅
に
つ
い
て
は
、
(ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道

路
の
路
面
下
な
ど
に
設
け
る
場
合
を
除
き
、)
現
行
道
路
法
令
の
道
路
占
用

許
可
の
対
象
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
道
路
占
用
を
可
能

と
す
る
た
め
、
道
路
法
施
行
令
第
七
条

(道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
工
作
物
)
に
新
た
に
応
急
仮
設
住
宅
に
係
る
号
を
追

加
す
る
改
正
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

績行セ 2008.2 Z7

ア

｢建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
内
に
存
す
る

道
路

(車
両
又
は
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
路
肩
の
部

分
を
除
く
。)
の
区
域
内
の
土
地
に
設
け
る
｣

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、非
常
災
害
時
に
お
い
て
も
道
路
は
通
行
機
能
、

輸
送
機
能
等
を
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
た
め
、
道
路
占
用
が
認
め

ら
れ
る
応
急
仮
設
住
宅
は
、
車
両
又
は
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る

部
分
以
外
の
道
路
の
部
分
に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
限
定
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

イ

｢同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
応
急
仮
設
建
築
物
で
、
被
災
者
の
居
住

の
用
に
供
す
る
た
め
必
要
な
も
の
｣

/
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建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
一
項
は
、
｢非
常
災
害
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
発
生
し
た
区
域
又
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
区
域
で
特
定

行
政
庁
が
指
定
す
る
も
の
の
内
｣
に
お
い
て
、
災
害
救
助
の
た
め
の
応

急
仮
設
建
築
物
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
お
り
、
応
急
仮
設
住

宅
も
こ
れ
ら
の
指
定
さ
れ
た
区
域
内
に
建
築
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。な

お
、
建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
は
、
｢国
、
地

方
公
共
団
体
又
は
日
本
赤
十
字
社
が
災
害
救
助
の
た
め
に
建
築
す
る
も

の
｣
(第
一
号
)
及
び

｢被
災
者
が
自
ら
使
用
す
る
た
め
に
建
築
す
る

も
の
｣
(第
二
号
)
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

非
常
災
害
時
に
お
い
て
は
、
災
害
救
助
の
た
め
同
項
第
百
万
に
該
当

す
る
公
共
的
な
仮
設
建
築
物
の
設
置
が
急
務
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
冒
頭

で
述
べ
た
よ
う
な
被
災
地
周
辺
の
空
地
不
足
か
ら
道
路
区
域
内
に
設
置

せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
想
定
さ
れ
る
一
方
、
第
二
号
の
被
災
者
個
人

が
自
ら
使
用
す
る
た
め
に
建
築
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
非
常
災
害
時

に
お
い
て
道
路
管
理
者
が
被
災
者
個
人
に
対
し
て
個
別
に
そ
の
道
路
占

用
を
許
可
す
る
こ
と
も
想
定
で
き
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
非
常
災
害
時

に
道
路
占
用
を
認
め
る
の
は
、
｢同
項
第

一
号

(国
、
地
方
公
共
団
体

又
は
日
本
赤
十
字
社
が
災
害
救
助
の
た
め
に
建
築
す
る
も
の
)
に
該
当

す
る
｣
応
急
仮
設
住
宅
に
限
定
さ
れ
、
公
的
主
体
が
設
置
す
る
も
の
の

み
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

2

場
所
の
基
準

道
路
占
用
が
認
め
ら
れ
る
応
急
仮
設
住
宅
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
第

八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
内
に
存
す
る
道
路

(車
両
又
は
歩
行
者

の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
路
肩
の
部
分
を
除
く
。)
の
区
域
内
の
土

地
に
設
け
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
占
用
の
場
所

の
基
準
と
し
て
は
、

･
法
面

･
側
溝
上
の
部
分

.
路
端
に
近
接
す
る
部
分

(車
両
又
は
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部

分
及
び
路
肩
の
部
分
を
除
く
。)

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、応
急
仮
設
住
宅
を
占
用
で
き
る
ほ
ど
の
規
模
の
空
地
が
、

供
用
開
始
後
の
道
路
区
域
内
に
存
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は

(連
結
路
附
属
地
な

ど
を
除
き
、)
希
で
す
。

よ
っ
て
、実
際
に
応
急
仮
設
住
宅
の
占
用
が
可
能
と
な
る
場
所
と
し
て
は
、

専
ら
道
路
予
定
区
域
が
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す

(道
路
予
定
区
域

に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
九
十
一
条
第
二
項
、
道
路
法
施
行
令
第
十
九
条
の

四
で
占
用
関
係
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
ま
す
。)。

な
お
、
道
路
予
定
区
域
を
占
用
す
る
場
合
に
は
、
道
路
法
施
行
令
に
定
め

る
場
所
の
基
準
は
特
段
の
意
味
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
将
来

の
道
路
事
業
の
支
障
と
な
ら
な
い
よ
う
個
別
に
検
討
･
調
整
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

3

占
用
料
の
取
扱
い

今
回
の
改
正
に
よ
り
道
路
占
用
が
可
能
と
な
る
の
は
、
非
常
災
害
時
に
公

的
主
体
が
設
け
る
公
共
的
な
施
設
と
い
え
ま
す
の
で
、
直
轄
国
道
に
お
い
て

は
、
占
用
料
は
一
律
に
免
除
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。
よ
っ
て
、
道
路
法
施
行

令
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
｢応
急
仮
設
住
宅
｣
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。



道
路
法
施
行
令

(道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
工
作
物
)

第
七
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
~
七

(略
)

八

建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
内
に
存
す
る
道
路

(車
両
又
は

歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
路
肩
の
部
分
を
除
く
。)
の
区
域
内
の
土
地

に
設
け
る
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
応
急
仮
設
建
築
物
で
、
被
災
者
の
居
住
の
用
に
供

す
る
た
め
必
要
な
も
の

九
~
十

一

(略
)

(応
急
仮
設
住
宅
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
)

第
十
一
条
の
七

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七
条
第

八
号
に
掲
げ
る
応
急
仮
設
建
築
物

(以
下

｢応
急
仮
設
住
宅
｣
と
い
う
。)
に
関
す
る

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
応
急
仮
設
住
宅
を
地
上
に
設
け
る

場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

lilt

わ知靭娠跡じれ

一

法
面

二

側
溝
上
の
部
分

四

終
わ
り
に

応
急
仮
設
住
宅
は
災
害
発
生
後
二
~
三
年
間
程
度
の
長
期
間
設
置
さ
れ
続

け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
各
道
路
管
理
者
は
、
道
路
管
理
上
の
支
障
や
、

将
来
の
道
路
事
業
へ
の
影
響
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
の
上
、
非
常
災
害
時
に

は
柔
軟
に
応
急
仮
設
住
宅
の
占
用
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

三

路
端
に
近
接
す
る
部
分

(車
両
又
は
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
路

肩
の
部
分
を
除
く
。)

滴行セ 2 0 0 8 .2

2

第
十
条
第

一
号

(
口
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。)
及
び
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
の
規
定
は
、
応
急
仮
設
住
宅
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
か
か
る
占
用
料
の
額
)

第
十
九
条

(略
)

2

(略
)

3

国
土
交
通
大
臣
は
、
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
で
次
に
掲
げ
る
占
用
物
件

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
規
定
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
別
に
占
用
料
の
額
を
定
め
、

又
は
占
用
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

応
急
仮
設
住
宅

二
~
六

(略
)

(参
考
)

建
築
基
準
法

(仮
設
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
)

第
八
十
五
条

非
常
災
害
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
発
生
し
た
区
域
又
は
こ
れ
に

隣
接
す
る
区
域
で
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
も
の
の
内
に
お
い
て
は
、
災
害
に
よ
り
破

損
し
た
建
築
物
の
応
急
の
修
繕
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
応
急
仮
設
建

築
物
の
建
築
で
そ
の
災
害
が
発
生
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
そ
の
工
事
に
着
手
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
令
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
防
火
地
域
内

に
建
築
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
日
本
赤
十
字
社
が
災
害
救
助
の
た
め
に
建
築
す
る
も
の

二

(略
)



晒

は
じ
め
に

題
と
雪
国
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
や

情
報
発
信
を
行
い
ま
し
た
。

冬
の
暮
ら
し
と
技
術
の
情
報
発
信
イ
ベ
ン
ト

期
間
中
は
ふ
ゆ
ト
ピ
ア
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
約

｢ふ
ゆ
ト
ピ
ア
･
フ
ェ
ア
｣
が
、
二
〇
0
八
年

一

人
0
0
人
、
ふ
ゆ
ト
ピ
ア
展
示
会
に
は
約
五
、九

月
三

一
日
か
ら
二
月
二
日
の
三
日
間
、
北
海
道

0
0
人
、
ふ
ゆ
ト
ピ
ア
研
究
発
表
会
に
約
八
〇

の
千
歳
市
で
開
催
さ
れ
ま
し
た

(図
1
、
写
真

0
人
、
除
雪
機
械
展
示
実
演
会
に
約
四
、
五
〇
〇

1
)。
本
イ
ベ
ン
ト
は
、
東
北
や
北
陸
地
方
の
閑

人
の
来
場
が
あ
り
、
合
計
で
延
べ
約

一
二
、
0
0

達
イ
ベ
ン
ト

｢
ゆ
き
み
ら
い
｣
と
連
携
し
実
施

0
人
の
来
場
者
数
と
な
り
ま
し
た
。

し
て
お
り
、
今
回
で
二
三
回
目
の
開
催
と
な
り

《ふ
ゆ
ト
ビ
ア
･
フ
ェ
ア
と
ば
?
彰

ま
し
た
。
今
回
は
、
環
境
問
題
と
快
適
な
冬
の

国
土
交
通
省
で
は
、
北
海
道
に
お
け
る
快
適

生
活
環
境
づ
く
り
を
テ
ー
マ
と
し
、
地
球
温
暖

な
冬
の
生
活
の
実
現
に
向
け
て

｢
ふ
ゆ
ト
ピ
ア

化
か
ら
市
民
レ
ベ
ル
ま
で
、
環
境
に
関
す
る
話

施
策
｣
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
ふ
ゆ
ト
ピ
ア
･

千歳市 (千歳市民文化センターほか)一
日
会

タ
2

員

ン
月
委

と
2
行
=

　
　
　

民
木
ェ
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の開催について



図 2 ボスターデザイ

　　　
　

て

う
を
せ
が

め
h

い
ま
わ
な

改
趾
と
る
合
っ

を

W
う
だ
み
の

方

ろ
雪
組
｣

り
W
な

、
の
境

ン

との組み合わせで、 よ

フ
ェ
ア
は
、
ふ
ゆ
ト
ピ
ア
施
策
の
一
環
と
し
て
、
克
雪

題
を
幅
広
く
扱
う
複
合
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

利
雪
の
現
状
や
課

ムラグロプ開QJ図

ル
ー
と
呼
ば
れ
る
青
色
に
輝
き
、
夜
は
色
と
り

、

ノ

会

会

グ

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

　

　

　
　

　
　

の
ラ
イ
遂
に
期
農
耕
努
玄
薙
眺
を
筌
讃

徽
r鍵
謙
◇

を
濾
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
‘

開
ぬ
流
儀

密

鸚

議
聯
関

こ
の
ほ
か
千
歳
川
を
遡
上
す
る
鮭
な
ど
四
季

3

折
々
の
千
歳
川
の
生
き
物
た
ち
を
観
察
す
る
こ

図

ぷ

除

ふ

と
が
で
き
る

｢千
歳
サ
ケ
の
ふ
る
さ
と
館
｣
を

は
じ
め
、
年
間
来
場
者
数
四
五
〇
万
人
を
誇
る

｢千
歳
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
モ
ー

ル
.
レ
ラ
｣
な
ど
、
魅
力
的
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
多
数
あ
り
ま
す
。

写真2 千歳 ･支笏湖氷溝まつり

千歳市民文化センター ⑯ータンセ化文民市歳千 ｣
、 “

滲の-フ"叢辯廚鰤千 ぜ ｣) ｢ -
歳↑ししテホザ-フプンウ-フクANA

“一タン捷文歳千

牢｢一事酒符セ 2 0 0 8 .2 2ヱ

三

開
催
内
容

各
イ
ベ
ン
ト
の
概
要

今
回
の
ふ
ゆ
ト
ピ
ア

･
フ
ェ
ア
で
は
、
四
つ
の
主
要
イ
ベ
ン
ト

(図
3
)

二

開
催
地
の
紹
介

千
歳
市
は
北
海
道
の
中
南
部
、
石
狩
平
野
の
南
端
に
位
置
し
、
年
間
乗
降

客
数

一
、
八
〇
〇
万
人
を
超
え
る

｢新
千
歳
空
港
｣
を
抱
え
、
北
海
道
に
お

け
る
交
通
拠
点
都
市
と
し
て
発
展
を
続
け
て
い
ま
す
。

市
域
の
西
部
に
は
、
｢日
本
最
北
の
不
凍
湖
｣
と
し
て
知
ら
れ
る
支
笏
湖

を
擁
し
、
毎
年
約

一
〇
〇
万
人
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

支
笏
湖
畔
で
は
、
千
歳
市
を
代
表
す
る
イ
ベ
ン
ト

｢千
歳
･
支
笏
湖
氷

涛
ま
つ
り
｣
が
開
催
さ
れ
ま
す

(写
真
2
)。
こ
こ
で
は
支
笏
湖
の
湖
水
を

凍
ら
せ
た
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
氷
の
オ
ブ
ジ
ェ
が
立
ち
並
び
、
昼
は
支
笏
湖
ブ

り
W
な

、
の
境

あ
め
く
に
と
環

)

の
沁
良
ら
ト
｢

凱

冬
胚
仲
さ
ス
と
ま

い

、
と

o
ラ
｣

い

し
に
雪
た
イ
雪
て

優
け
に
し
た
｢

し

に
か
字
ま
し
く
ジ

境

っ
文
め
に
強

一

環
き

の
込

フ
リ
メ



力

J
R
千
歳
駅
近
く
の
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
三
施
設
で
一
体
的
に
行
わ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
つ
る
つ
る
路
面
歩
き
方
教
室
や
雪
玉
ス

ピ
ー
ド
ガ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
な
ど
と
い
っ
た
関
連
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
し

た
。【ふ

ゆ
ト
ピ
ア
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

環
境
問
題
と
快
適
な
冬
の
生
活
環
境
づ
く
り
と
い
っ
た
、
並
立
す
る
困
難

な
課
題
に
対
す
る
、
北
海
道
を
は
じ
め
と
し
た
積
雪
寒
冷
地
の
役
割
に
つ
い

て
、
有
識
者
、
学
識
経
験
者
な
ど
に
よ
る
講
演
及
び
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
を
行
う
こ
と
で
、
全
国
へ
情
報
発
信
し
ま
す
。

【ふ
ゆ
ト
ピ
ア
展
示
会
】

道
内
外
の
各
種
団
体
が
展
示
を
行
い
、
雪
や
寒
さ
に
関
わ
る
最
新
の
対
策

技
術
や
利
用
技
術
、
環
境
関
連
技
術
や
各
種
取
組
み
の
普
及
の
た
め
、
情
報

発
信
し
ま
す
。

【除
雪
機
械
展
示
･
実
演
会
】

調
査
研
究
･
技
術
開
発
に
よ
っ
て
高
度
化
さ
れ
た
最
新
の
除
雪
技
術
や
除

雪
機
械
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
安
全
･
安
心
な
雪
国
の
地
域
づ
く
り
と
し

て
除
雪
機
械
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
一
般
来
場
者
に
紹
介
し
ま
す
。

【ふ
ゆ
ト
ピ
ア
研
究
発
表
会
】

ふ
ゆ
ト
ピ
ア
事
業
を
下
支
え
し
て
い
る
積
雪
寒
冷
地
な
ら
で
は
の
各
種
技

術
に
関
す
る
研
究
発
表
を
行
い
、
幅
広
く
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

積
雪
寒
冷
地
対
策
技
術
の
一
層
の
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

写真3 主催者挨拶 (鈴木 英一 実行委員長)

写真 4 基調講演 I (池田 元美 氏)

大学漉地球環境科学研究院
池田元姿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

話
題
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は

｢地
球
に

優
し
い
北
国
の
と
り
く
み
｣
を
テ
ー
マ
に
環
境
に
優
し
い
冬
の
あ
り
方
を
テ

ー
マ
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

の
開
会
式

開
会
式
で
は
、
主
催
者
挨
拶
と
し
て
、
ふ
ゆ
ト
ピ
ア
･
フ
ェ
ア
実
行
委
員

会
の
鈴
木
英
一
委
員
長

(北
海
道
開
発
局
長
)、
開
催
地
を
代
表
し
て
千
歳

市
の
山
口
幸
太
郎
市
長
、
ご
来
賓
の
国
土
交
通
省
技
監
の
谷
口
博
昭
氏
が
挨

拶
さ
れ
ま
し
た

(写
真
3
)。

②
基
調
講
演
1

基
調
講
演
1
で
は
、
北
海
道
大
学
大
学
院
地
球
環
境
科
学
研
究
院
教
授

の
池
田
元
美
氏
よ
り
、
｢地
球
温
暖
化
で
ど
ん
な
世
界
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
｣
を
テ
ー
マ
に
基
調
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た

(写
真
4
)。

2

ふ
ゆ
ト
ピ
ア
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ふ
ゆ
ト
ピ
ア
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
初
日
の

一
月
三

一
日
に
開
催
さ
れ
、
二

つ
の
基
調
講
演
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
や
身
近
な
視
点
か
ら
環
境
問
題
の



池
田
氏
は
、
地
球
温
暖
化
に
よ
る
影
響
は
世
界
的
な
気
象
変
化
を
引
き
起

こ
す
だ
け
で
は
な
く
、
途
上
国
、
弱
い
人
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
受
け
る
な
ど

世
界
的
な
視
点
か
ら
地
球
温
暖
化
に
つ
い
て
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
。ま
た
、

温
暖
化
は
、
水
資
源
、
食
料
生
産
、
健
康
な
ど
色
々
な
問
題
が
相
互
に
影
響

し
あ
っ
て
悪
く
し
て
い
る
の
で
、
温
暖
化
に
関
わ
る
様
々
な
問
題
を
同
時
に

解
決
す
る
の
が
人
類
の
課
題
で
あ
る
、
｢地
球
未
来
学
｣
を
提
起
し
た
い
と

締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。

③
基
調
講
演
2

基
調
講
演
2
で
は
、
鯏
日
本
気
象
協
会
北
海
道
支
社
、
気
象
予
報
士
、
防

災
士
の
三
好
真
紀
氏
よ
り
、
｢北
国
の
温
暖
化
と
変
わ
る
北
海
道
の
久
心
を

テ
ー
マ
に
基
調
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た

(写
真
5
)。

三
好
氏
は
、
自
身
が
気
象
予
報
士
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
球
温
暖
化
の
影

響
に
つ
い
て
、
日
本
、
北
海
道
の
現
在
の
気
温
変
化
や
世
界
に
お
け
る
過
去

写真 5 基調講演 = (三好 真紀 氏)

の
気
温
変
化
な
ど
の
デ
ー
タ
を
紹
介

し
ま
し
た
。

ま
た
、
す
で
に
現
れ
て
い
る
温
暖
化

舐
の
靴

日と
し
て
･

北
海
道
の
豪
雪
ゃ
日

真

本
の
台
風
被
害
、
ア
メ
リ
カ
の
ハ
リ
ケ

が
多
い
こ
と
か
ら
、
鮠
を
で
き
る
だ

け
出
さ
な
い
、

一
人

一
人
が
エ

コ
ラ
イ
フ
を
習
慣
に
し
よ
う
と

提
言
さ
れ
ま
し
た
。

④

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

鰍

｢地
球
に
優
し
い
北
国
の
と
り

‘

r◆

　

　

ィ
ネ
ー
タ
に
林
美
香
子
氏

(キ

盈

さ

ン

徴

ん

ヨ

ヤ
ス
タ
ー

.
エ
コ
ラ
イ
フ
ジ
ャ

歳

シ

　　

　

く
み
｣
を
テ
ー
マ
に
、

コ
ー
デ

繁

鱸
癈癩絲焚鷲
榊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　　　　　　　　　　　　

1
I

1
ノ
リヘ
ト
I
ノ
、

ぐ
･
;ト
1
/
"べ
、
lハ1
ク
~

‘

嫌̂鰊際ミ籟輪總癪濃潮鱗詫嚢

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　　　

　　

　　
　　　　　　　　　　　　　
　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　

　　
　

　

　

ミ

"ト

ス

秋
田
谷
英
次
氏

(N
p
o
法
人

≧

ィ

　　
　

雪
氷
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
事
、
北

馨

ネ

の
生
活
館
館
長
)、
金
子
幸
江
氏

(美
唄
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
会

,
窃

6

　

　

　

事
務
局
)
、
そ
し
て
基
調
講
演
に

,
鬘
写

引
き
続
き
、
三
好
真
紀
氏
、
開

催
地
を
代
表
し
て
、
山
口
幸
太
郎
氏

(千
歳
市
長
)
に
よ
る
、
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま
し
た

(写
真
6
)
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
前
半
で
は
、
各
パ
ネ
リ
ス
ト
よ
り
、
こ
れ
ま
で

の
雪
や
冬
の
暮
ら
し
、
環
境
に
関
わ
る
自
身
の
活
動
の
紹
介
が
あ
り
、
後
半
で

は
、
子
供
の
頃
か
ら
雪
と
親
し
む
こ
と
等
の
環
境
教
育
の
必
要
性
や
、
雪
を
資

源
と
し
た
地
域
の
新
産
業
と
雇
用
の
創
出
の
可
能
性
、
家
庭
で
で
き
る
エ
コ
ラ

イ
フ
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
事
例
紹
介
や
提
案
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
最
後
に

各
パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら
、
秋
田
谷
氏
は

｢が
ま
ん
｣
、
金
子
氏
は

｢雪
は
、
雪
国

の
特
権
だ
!
｣
、
三
好
氏
は

｢冬
こ
そ
温
暖
化
対
策
｣、
山
口
市
長
は

｢雪
は
資

源
｣
の
キ
ー
ワ
ー
ド
提
言
が
あ
り
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
の
林
氏
よ
り
、
｢こ
れ

　　　　　

　　　　 ヨンツrヵスイ



か
ら
は
北
海
道
が
環
境
に
優
し
い
取
組
み
の
先
進
国
と
し
て
世
界
、
日
本
に
発

信
し
て
き
ま
し
ょ
う
｣
と
会
場
へ
の
呼
び
か
け
で
終
了
し
ま
し
た
。

3

ふ
ゆ
ト
ピ
ア
展
示
会

快
適
な
冬
の
生
活
環
境
づ
く
り
の
た
め
に
必
要
な
克
雪
･
利
雪
技
術
、
地

球
環
境
問
題
対
応
技
術
な
ど
に
つ
い
て
企
業
や
団
体
、
行
政
の
ブ
ー
ス
展
示

に
よ
り
紹
介
し
、
北
海
道
か
ら
環
境
に
優
し
い
冬
の
あ
り
方
に
つ
い
て
全
国

に
向
け
て
発
信
し
ま
し
た
。

の
開
会
式

(オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
)

開
会
式

(オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
)
は
、
主
催
者
を
代
表
し
て
北
海

道
の
嵐
田
副
知
事
の
挨
拶
で
始
ま
り
、
関
係
者
一
一
名
に
よ
る
テ
ー
プ
カ
ッ

ト
に
よ
り
盛
大
に
開
幕
し
ま
し
た

(写
真
7
)。

.榊
螂
で

"
で

潔主
脳
糟
賊
声

写真 7 開会式 (オープニングセレモニー)

の

企
業
団
体
展
示
コ
ー
ナ
ー

認

＼

〉
≧

　

　

　
　
　

　　
　
　

　
　
　
　
　

企
業
団
体
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
三

釀
孃
醗
翼
淵
之

写真 8 企業 ･団体展示コーナー

｢消
･
融
雪
｣
｢建
設
資
材
｣
｢建

三
企
業
団
体
四
二
ブ
i
ス
が

脳
蝨
き

き

“

　　　
　

設
技
術
｣
｢防
雪
｣
｢環
境
｣
｢I

礎

謀
いきミ

ー

T
s
｣
の
種
類
に
分
か
れ
て
出
展

6
、

ナ

　
　
　
　
　
　

　
　
　

　

が
伺
わ
れ
ま
し
た

酋
真
8
)o

篠

③

主
催
者
層
ホ
コ
ー
ナ
ー

壤
瀘
蓼
で

ト

主

主
催
者
展
示
コ
1
ナ
ー
で
は
･

孃
叢認
ず

9

本
フ
テ

で
実
行
委
員
会
を
構
成

.褻饗
襲
廉

頸

　
　
　
　
　
　

し
て
い
る
北
海
道
開
発
局
、
北
海

道
、
千
歳
市
、
橙
雪
セ
ン
タ
ー
等

の
ほ
か
、
美
唄
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

漉,灘

海

研
究
会
、
沼
田
町
、
岩
見
沢
農
業

高
等
学
校
な
ど
の
諸
団
体
の
協
力

濕
醗
瓢
湖
灘
7
舷
窓獺
ぷ

を
得
て
、
雪
や
寒
さ
を
克
服
す
る

愈
総
鱸
-

＼

事

　

　

し
た

會

真
9
)o

-

!
“
逐

"

刻

回
次
期
開
催
地
展
示
コ
ー
ナ
ー

.

0

次
期
開
催
地
展
示
コ
ー
ナ
ー
で

頸

は
、
来
年
度
開
催
予
定
の

｢
ゆ
き



み
ら
い
｣
開
催
地
で
あ
る
、
富
山
県
高
岡
市
に
つ
い
て
来
場
者
の
皆
様
へ
紹

介
し
ま
し
た

(写
真
笹
)。

4

ふ
ゆ
ト
ピ
ア
研
究
発
表
会

雪
に
関
す
る
研
究

･
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
方
々
が
、
冬
期
の
道
路
交

通
対
策
を
は
じ
め
と
し
た
積
雪
寒
冷
地
な
ら
で
は
の
技
術
や
活
動
紹
介
を
通

し
て
情
報
共
有
、
情
報
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

の
応
募
テ
ー
マ

I

雪
と
ま
ち

･
地
域
づ
く
り

(官
民
協
働
、
住
民
参
加
、
親
雪
、
冬
の

景
観
等
)

n

人

･
環
境
に
や
さ
し
い
利
雪

･
克
雪
技
術

(自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
新

技
術
等
)

m

冬
の
暮
ら
し
を
支
え
る
技
術

(路
面
管
理
、
雪
氷
対
策
、
情
報
提
供
等
)

②
応
募
結
果

応
募
論
文
数
一
一
四
編
の
中
か
ら
、
口
頭
発
表
四
九
編
、
ポ
ス
タ
ー
発
表

二
〇
編
が
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
論
文
に
つ
い
て
は
、
口
頭
発
表
、
ポ

ス
タ
ー
発
表
、
論
文
集
掲
載
希
望
に
分
類
し
、
論
文
集
及
び
C
D
I
R
に
編

集
し
来
場
者
の
皆
様
へ
配
布
し
ま
し
た
。

③
応
募
論
文
の
特
徴

I

雪
と
ま
ち

･
地
域
づ
く
り
に
お
い
て
は
、
官
民
協
働
の
活
動
報
告
が

多
数
あ
り
、
シ
ー
ニ
ッ
ク
バ
イ
ウ
ェ
イ
等
に
お
け
る
地
域
ぐ
る
み
の
イ

ベ
ン
ト
や
、
市
民
と
の
地
域
懇
談
会
に
よ
る
冬
道
対
策
等
、
地
域
協
働

の
あ
り
方
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
内
容
で
し
た
。

n

人

･
環
境
に
や
さ
し
い
利
雪

･
克
雪
技
術
に
お
い
て
は
、
住
宅
等
か

ら
の
廃
熱
に
着
目
し
た
融
雪
シ
ス
テ
ム
等
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る

研
究
論
文
が
特
徴
的
で
し
た
。

m

冬
の
暮
ら
し
を
支
え
る
技
術

に
関
す
る
論
文
が
半
数
を
占
め

ま
し
た
。
特
徴
的
な
も
の
と
し

て
は
、
①
車
載
式
塩
分
濃
度
セ

ン
サ
ー
等
に
よ
る
効
率
的
な
凍

結
防
止
剤
の
散
布
手
法
等
の
コ

ス
ト
縮
減
に
関
す
る
論
文
、
②

C
C
T
･V
と
イ
ン
タ
ー
･ネ
ッ
ト

を
活
用
し
た
吹
雪
時
の
視
界
情

報
提
供
等
、
情
報
技
術
に
関
す

る
論
文
、
③
レ
ー
ザ
ー
計
測
に

よ
る
高
密
度
空
間
情
報
を
用
い

た
雪
崩
対
策
等
、
映
像
技
術
に

よ
る
多
角
的
な
分
析
を
用
い
た

研
究
等
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

御
発
表
会
場

四
九
編
の
論
文
は
、
テ
ー
マ
別
に

三
会
場
に
分
か
れ
て
発
表
さ
れ
ま
し

た
。
発
表
は
、
座
長
、
副
座
長
の
進

行
に
よ
り
、
ス
ラ
イ
ド
を
多
用
し
た

分
か
り
や
す
い
研
究
発
表
や
活
動
報

告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
三
会
場
で
約

八
〇
〇
名
の
聴
講
者
が
あ
り
、
活
発

な
意
見
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
各
会
場

写真 11 発表会場



写真 13 パネルディスカッション会場

と
も
盛
況
と
な
り
ま
し
た

(写
真
=
)。

③
ポ
ス
タ
ー
発
表
会
場

ポ
ス
タ
ー
発
表
は
、
休
憩
室
を
兼
用
し
た
会
場
で
開
催
さ
れ
、
用
意
さ
れ
た

飲
み
物
で
く
つ
ろ
げ
る
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
な
ど
の
工
夫
が
さ
れ
ま
し
た
。

個
別
の
ポ
ス
タ
ー
で
は
、
熱
心
に
議
論
す
る
光
景
も
見
ら
れ
ま
し
た

(写
真
g
o

⑯

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

近
年
の
高
齢
化
社
会
を
背
景
と
し
た
個
人
に
よ
る
雪
処
理
の
限
界
、
行
政
に

お
け
る
雪
対
策
の
現
状
か
ら
、
｢地
域
と
協
働
し
た
雪
対
策
に
つ
い
て
考
え
る
｣

を
テ
ー
マ
に
し
、
自
治
体
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
雪
対
策
の
現
状
や
、
高
齢
者

の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
事
例
、
ま
た
、
観
光
イ
ベ
ン
ト
な
ど
他
分
野
に
お

け
る
地
域
協
働
の
事
例
を
参
考
に
し
、
地
域
協
働
に
よ
る
雪
対
策
の
必
要
性
と

今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

(写
真
倦
)。

写真 12 ポスター発表会場

5

除
雪
機
械
展
示
･
実
演
会

除
雪
機
械
展
示
･
実
演
会
は
、
昭
和
三
五
年
に
第
一
回
を
開
催
し
、
今
回

で
六
〇
回
目
の
歴
史
あ
る
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
ふ
ゆ
ト
ピ
ア

･
フ
ェ
ア

(東

北

.
北
陸
で
は

｢
ゆ
き
み
ら
い
｣
)
の

一
環
と
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

本
年
度
は
、
安
全
で
安
心
な
雪
国
の
地
域
づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
除
雪
機

械
、
除
雪
施
工
に
必
要
な
情
報
収
集
機
器
及
び
除
雪
施
工
管
理
シ
ス
テ
ム
等

の
関
連
機
器
の
展
示
･
実
演
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
、
除
雪
機
械
の
力
強
さ

と
繊
細
な
働
き
ぶ
り
を
確
か
め
て
い
た
だ
く
場
と
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
八

年

一
月
三
一
日
~
二
月

一
日
の
二
日
間
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
今
回
は
除
雪
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
対
象
と
し
、
小
型
除
雪
機
を
用
い

た

｢除
雪
機
械
講
習
会
｣
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
開
会
式
は
、
拙
日
本
建
設
機

　　　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　　　　
　

　　
　　
　　

除
雪
機
械
展
示

.
実
演
会

謎
翼
ア

!
　

　

　　　
　
　

　　
　

　

　

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

)

騨

･
し

4

　　

　

　
　　　　　

　

　　
　
　
　

　

ゞ

"ゞ
開

を

4

総

除
雪
機
械
に
よ
る
実
演
が
行

･

霊
りぬ

わ
れ
る
実
演
ス
ペ
ー
ス
を
中
心

靴



た

(写
真
俗
)。

日
頃
見
る
こ
と
の
な
い
除
雪
機
械
の
稼
働
を
目
の
当
た
り
に
し
校
外
学
習

に
来
た
千
歳
中
学
校
の
生
徒
等
は
、
大
迫
力
の
除
雪
機
械
を
見
て
歓
声
を
上

げ
熱
心
に
見
学
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
各
社
の
ブ
ー
ス
で
は
、
出
展
機
械
を
中
心
に
看
板
や
ノ
ボ
リ
を
効
果

的
に
配
置
す
る
と
と
も
に
、
ブ
ー
ス
内
で
は
暖
か
い
飲
み
物
を
片
手
に
、
見

学
者
へ
の
除
雪
機
械
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

四

関
連
イ
ベ
ン
ト

の

つ
る
つ
る
路
面
歩
き
方
教
室

氷
を
敷
い
て
雪
道
を
再
現
し
、
冬
靴
や
滑
り
止
め
、
安
全
防
具
を
つ
け
て
、

来
場
者
の
皆
様
に
つ
る
つ
る
路
面
を
歩
行
体
験
し
て
頂
き
ま
し
た

(写
真
g
o

日

時
…
二
〇
〇
八
年

一
月
三
一
日

(木
)
~
二
月
二
日

(土
)

写真 17 つるつ

　
と
況

D
状

　
　行

ン

“

歩
ア

　

　る

写真 15 除雪機械展示状況

　 　　　 　 　　　　

除雪機械実演状況

に
四
方
を
囲
む
形
で
各
出
展
企
業
等
の
ブ
ー
ス
が
配
置
さ
れ
、
一
ニ
ニ
社

一
機

関
か
ら
除
雪
機
械
･
装
置
等
七
二
台
、
除
雪
関
連
機
器
約
二
〇
の
出
展
が
あ

り
ま
し
た
。

開
催
期
間
中
は
最
高
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
の
真
冬
日
と
な
る
厳
し
い
寒
さ
の

中
、
近
隣
の
市
町
村
を
は
じ
め
全
国
各
地
か
ら
多
数
の
見
学
者
が
訪
れ
、
迫

力
あ
る
実
演
会
等
を
満
喫
し
て
い
ま
し
た

(写
真
偽
)。

②
各
社
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

大
量
の
雪
に
恵
ま
れ
た
今
回
の
実
演
会
は
、
開
発
工
建
、
カ
ナ
モ
ト
、
日

本
除
雪
機
製
作
所
、
共
栄
社
、
T
C
M
、
新
潟
ト
ラ
ン
シ
ス
、
和
同
産
業
の

七
社
に
よ
る
実
演
会
が
行
わ
れ
、
ロ
ー
タ
リ
除
雪
車
を
中
心
に
ホ
イ
ー
ル
ロ

ー
ダ
や
小
型
除
雪
機
な
ど

(計

一
八
台
)
が
除
雪
作
業
の
実
演
を
行
い
ま
し



一
〇
時
~

一
六
時

実
施
主
体
…
さ
っ
ぽ
ろ
ウ
ィ
ン
タ
ー
ラ
イ
フ
推
進
協
議
会

②
子
供
学
習
教
室

｢雪
と
遊
ぼ
う
･
雪
を
研
究
し
よ
う
-
｣

千
歳
市
内
の
小
学
生
四
五
人
を
対
象
に
、
環
境
問
題
と
快
適
な
冬
の
生
活

環
境
づ
く
り
に
関
す
る
授
業
を
行
い
ま
し
た

(写
真
惚
)。

日

時
…
二
〇
〇
八
年
二
月

一
日

(金
)

一
三
時

一
〇
分
~

一
四
三

〇

実
施
主
体
…
2
0
0
8
ふ
ゆ
ト
ピ
ア
フ
ェ
ア
実
行
委
員
会

協

力
…胴
日
本
気
象
協
会
北
海
道
支
社

③
雪
玉
ス
ピ
ー
ド
ガ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
･
雪
の
滑
り
台
体
験

雪
で
楽
し
み
、
親
し
ん
で
頂
く
こ
と
を
目
的
に
、
｢雪
の
滑
り
台
体
験
｣

や
雪
玉
を
投
げ
て
ス
ピ
ー
ド
ガ
ン
に
よ
り
ス
ピ
ー
ド
測
定
を
行
う
、
｢雪
玉

ス
ピ
ー
ド
ガ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
｣
を
行
い
ま
し
た
。
多
く
の
来
場
者
の
皆
様
に

ご
参
加
し
て
頂
き
ま
し
た

(写
真
19
･
砂

。

日

時
…
二
〇
〇
八
年

一
月
三
一
日

(木
)
~
二
月
二
日

(土
)

一
〇
時
~

エ
ハ時

実
施
主
体
…
2
0
0
8
ふ
ゆ
ト
ピ
ア
フ
ェ
ア
実
行
委
員
会

ト
ー

^

{＼

　
　
　

写真 20 雪の滑り台体験

写真 18 子供学習教室の授業風景

/
U
M

ピ

き
ミ議

ス

◇

玉　

鮴嚢
卿



◇審 査 員◇
浅井愼平 (写真家)、 残間里江子 (プロデューサー)、 陣内貴美子 (元オリンピック ･バドミント

ン選手)、 山田美保子 (放送作家 ･コラムニスト) (五十音順 :敬称略)
◇発表方法◇

入賞作品は決定次第、 ご本人に直接通知するとともに、 機関誌等に発表します。
◇使用方法◇

入賞作品はポスター、 チラシ等により ｢道路ふれあい月間｣ の推進に幅広く活用します。
◇応募部門◇

国･ ･中学生の部] [一般の部 (左記以外)]

◇ 賞 ◇
優秀賞 :小 ･中学生の部… 3点、 一般の部… 3点、 計 6点

優秀賞のうち、 特に優れている 1作品を最優秀賞とします。
◇表 彰◇

入賞作品については、 ｢道路ふれあい月間｣ の期間中に主催者である国土交通省から賞状及び
楯を、 共催団体から副賞を贈呈します。

《副 賞》
* 最優秀賞…①B 1u‐ray ･H D D レコーダー、 ②液晶テレビ (※いずれかを選択)
* 優 秀 賞…①E T C 車載器、 ②電子辞書 (※いずれかを選択)

◇そ の 他◇
入賞作品の版権は、 主催者に帰属します。

◇問い合わせ先◇
国土交通省道路局道路交通管理課
電話 0 3 一 5 2 5 3 - 8 1 1 1 (内線 : 3 7 4 2 3 )

生活の基本を支えてくれる道路。でもとても身近すぎて.
その大切さを忘れてしまいがち。8月は｢道路窓租あい月間｣です。
この機会にもう[度あらためて、逼誇の重要性をみんなで考えてみましょう。

東
京
都
台
東
区
根
岸
二
丁
目
十
九
番
二
十
五
号

ル
ー
ト
根
岸
ビ
ル

　
　

　 　　 　
　
　　

　　　　　 　

　　　　　　⑱共催鬱 ,

盤年凄繊瀞執月閏｣また 一刻こ▲報うこの箔で (財)溌癰爛熟盤州

達
路
広
報
セ
ン
タ
ー

平
成
20
年
度
｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
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平成2 0年度

道路局道路交通管理課

国土交通省では、 毎年 8月を ｢道路ふれあい月間｣ として、 道路の正しい利用や道路愛護思想

の普及に努めていますが、 この行事の一環として、 平成 2 0 年度 ｢道路ふれあい月間｣ 推進標語

を広く一般から募集します。
道路は、 国民の日常生活や経済活動に欠くことのできない基本的な施設ですが、 あまりにも身

近な存在であるため、 その重要性が見過ごされがちです。
そこで、 この推進標語の募集を通じて、 改めて道路の意義 ･重要性について考えていただくこ

とを目的としています。
◇主 催◇ 国土交通省
◇共 催◇ 道路広報センター、 全国道路利用者会議、 (財)日本道路交通情報センター、

(財)道路環境研究所
◇募集テーマ◇

道路は、 生活の向上と経済の発展に欠くことのできない国民共有の、 つまりあなたの財産であ

ります。
みんなが道路と親しみ、 ふれあい、 常に広く、 美しく、 安全に、 共に楽しく利用し、 子孫に受

け継いでいきましょう。
◇応募資格◇

小学生以上の方から応募できます。
◇応募方法◇

郵便はがき又はインターネットによるものとします。
応募作品は未発表のものに限ります。
1人何作品でも応募できます。
[郵便はがきによる応募の場合]

応募はがき (5 0 円切手の貼付必要)または官製はがき 1枚につき、 標語 1点と氏名、 住所、
電話番号、 性別、 年齢、 職業 ([小 ･中学生]、 [高校生以上]、 [一般] の別)を記入のうえ郵送

してください。
[パソコン、 携帯電話のインターネットによる応募の場合]

U R L = http s ://s slj o =s .c o .jp/hyo u g o /ind e x .htm l/ にアクセスしてください。
◇応募期間◇

平成 2 0 年 3月 3 1日 (月)まで (当日必着)

◇宛 先◇
〒 1 1 0 一 0 0 0 3 東京都台東区根岸 2 - 19 一 25 ルートホ艮岸ビル

道路広報センター 平成 20 年度 ｢道路ふれあい月間｣ 推進標語募集係 あて
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道
路
局
路
政
課

蔀
鰤
糒
に
よ
る
歩
行
嚢
全
檄
簗
⑭
襲
請

ダ
イ
蔵シ

ン
イ
チ
君
も
、
も
う
す
ぐ
路
政
課
に
来
て
か
ら
一
年
た
つ
こ
と
に
な

る
ね
。
ど
う
だ
い
、
仕
事
に
は
慣
れ
て
き
た
か
い
。

シ
ン
イ
チ

え
え
、
先
輩
方
が
叱
蛯
激
励
し
て
く
だ
さ
る
の
で
、
少
し
ず
つ
は
成
長

で
き
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
、
最
近
の
一
番

の
課
題
は
朝
に
弱
い
こ
と
で
す
ね
。

ダ
イ
蔵君

は
ほ
ん
と
に
い
つ
も
ギ
リ
ギ
リ
だ
か
ら
な
あ
、
そ
こ
は
が
ん
ば
っ
て

く
れ
よ
。
と
こ
ろ
で
、
路
政
課
で
約

一
年
働
い
て
、
道
路
行
政
に
つ
い
て
、

君
な
り
に
問
題
意
識
が
芽
生
え
た
り
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

シ
ン
イ
チ

道
路
行
政
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
で
す
か
ー
、
突
然
言
わ
れ
て
も
!
。

た
だ
、
ぼ
く
は
車
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
専
ら
歩
行
者
と
し
て
道
路

を
利
用
し
て
い
る
の
で
す
が
、
街
を
歩
い
て
い
る
と
歩
道
の
整
備
な
ど
が

ま
だ
ま
だ
だ
な
あ
と
感
じ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
ね
。

ダ
イ
蔵さ

す
が
、
鋭
い
ね
。
歩
行
者
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
道
路
整
備
、
か

っ
こ
よ
く
言
う
と
快
適
で
安
全
な
歩
行
空
間
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
は
、

最
近
の
道
路
行
政
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
な
ん
だ
。

昨
年
の
九
月
に
施
行
さ
れ
た
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
に
よ
る
道
路
法
の
一
部
改
正
に
お
い
て
も
、
｢市
町
村
に
よ
る

歩
行
安
全
改
築
の
要
請
｣
が
加
わ
っ
た
よ
ね
。
こ
の
改
正
は
、
地
域
住
民

に
と
っ
て
身
近
な
道
路
に
つ
い
て
歩
行
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に

は
、
地
域
の
課
題
を
よ
く
把
握
し
て
い
る
市
町
村
が
、
自
ら
管
理
す
る
道

路
を
改
築
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
市
町
村
道
以
外
の
道
路
管
理
者
に
対
し

て
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
必
要
な
事
業
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
を

要
請
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
の
思
想
か
ら
さ
れ
た
も
の
な
ん
だ
。



シ
ン
イ
チ

確
か
に
、
要
請
が
制
度
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
歩
行
者
の
安

全
性
の
確
保
が
効
果
的
に
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
く
る
の
か
も
し
れ

な
い
で
す
ね
。

ダ
イ
蔵せ

っ
か
く
話
題
に
の
ぼ
っ
た
か
ら
、
こ
の
道
路
法

(以
下

｢法
｣
と
い

う
。
)
第
四
十
七
条
の
五
に
つ
い
て
、
第

一
項
か
ら
順
に
見
て
い
こ
う
。

第
一
項
で
は
、
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
道
路

(高

速
自
動
車
国
道
、
第
四
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路
、
第

四
十
八
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
自
転
車
専
用
道
路
及
び
当
該
市
町

村
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
道
路
を
除
く
。)
の
道
路
管
理
者
に
対
し
、
歩

行
安
全
改
築
を
行
う
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
ね
。
こ
こ
で
、
高
速
自
動
車
国
道
、
自
動
車
専
用
道
路
、
自
転
車
専
用

道
路
が
対
象
か
ら
除
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
規
定
が
歩
行
者
の
安
全
性

の
確
保
の
た
め
に
あ
る
も
の
で
あ
る
た
め
だ
ね
。

シ
ン
イ
チ

第

一
項
に
お
い
て
は
、
歩
行
安
全
改
築
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
｢道

路
の
附
属
物
で
あ
る
自
転
車
駐
車
場
の
道
路
上
に
お
け
る
設
置
そ
の
他
の

歩
行
者
の
通
行
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
道

路
の
改
築
｣
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

ダ
イ
蔵う

ん
。
こ
こ
の
政
令
委
任
で
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
規
定
さ
れ
て
い

た
か
覚
え
て
い
る
か
い
。

シ
ン
イ
チ

道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
転
車
駐
車
場
の
道
路
上
に
お
け
る
設
置
、
道

路
の
交
差
部
分
及
び
そ
の
付
近
の
道
路
の
部
分
に
お
け
る
突
角
の
切
取
り

又
は
歩
道
の
拡
幅
及
び
横
断
歩
道
橋
の
設
置
で
す
ね
。

ダ
イ
蔵そ

う
だ
ね
。
第

一
項
に
は
手
続
き
に
つ
い
て
の
省
令
委
任
も
あ
り
、
市

町
村
が
要
望
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
ね
。
そ
の
具
体

的
内
容
に
は
、
道
路
法
施
行
規
則
第
四
条
の
十
の
二
に
お
い
て
、
歩
行
安

全
改
築
に
係
る
道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
間
、
歩
行
安
全
改
築
の
内

容
、
歩
行
安
全
改
築
の
要
請
を
す
る
理
由
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

シ
ン
イ
チ

こ
れ
ら
の
内
容
は
、
ど
の
場
所
で
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
歩
行
安
全
改

築
が
、
ど
の
く
ら
い
必
要
な
の
か
を
道
路
管
理
者
が
把
握
し
、
要
請
の
あ

っ
た
歩
行
安
全
改
築
を
実
施
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
材
料
と
す
る
た
め
に

規
定
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
間
違
い
な
い
で
す
よ
ね
。

ダ
イ
蔵そ

の
理
解
で
正
し
い
よ
。
ま
た
、
第

一
項
た
だ
し
書
に
お
い
て
、
市
町

村
が
歩
行
安
全
改
築
の
要
請
を
行
う
際
に
は
、
工
事
計
画
書
の
素
案
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
工
事
計
画
書
の
素

案
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
お
い
て
、
法
第
三
十
条
第

一
項
に
規

定
す
る
道
路
の
構
造
の
技
術
的
基
準
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
道
路
に
関

す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に

｢そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
道
路
の
基
準
｣
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
、
わ
か
る
か
い
。

シ
ン
イ
チ

道
路
構
造
令

(昭
和
四
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
)
と
、
道
路
構
造
令

施
行
規
則

(昭
和
四
六
年
建
設
省
令
第
七
号
)
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
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ダ
イ
蔵惜

し
い
ね
。
そ
の
二
つ
は
も
ち
ろ
ん
正
し
い
ん
だ
け
ど
、
高
齢
者
、
障

害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成
一
人
年
法
律

第
九
十
一
号
)
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
設
又
は
改
築
を
行
う
特

定
道
路
に
つ
い
て
の
み
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令

(平
成
一
人
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
六

号
)
も
こ
こ
で
基
準
の
一
つ
と
想
定
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。

シ
ン
イ
チ

ヘ
ー
、
そ
の
よ
う
な
法
律
の
適
用
も
あ
る
ん
で
す
ね
。

ダ
イ
蔵次

は
第
三
項
だ
ね
。
第
三
項
で
は
、
道
路
管
理
者
は
、
実
施
要
請
が
行

わ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
実
施
要
請
を
踏
ま
え
た
歩
行
安
全
改

築
を
行
う
こ
と
と
す
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
こ
と
、
ま
た
、
当
該
歩
行
安

全
改
築
を
行
う
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
工
事
計
画
書
の
案
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の

｢遅
滞
な

く
｣
っ
て
い
う
、
判
断
に
要
す
る
期
間
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
か
、
わ

か
る
か
い
。

シ
ン
イ
チ

｢遅
滞
が
な
い
｣
と
い
う
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
要
件
が
必
要
な
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
う
ー
ん
、
わ
か
ら
な
い
で
す
。

ダ
イ
蔵こ

こ
で
は
、
判
断
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
正
当
又
は
合
理

的
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
｢遅
滞
｣
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
と

解
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
当
該
年
度
や
次
年
度
等
の
予
算
の
状
況
を
勘

案
す
る
こ
と
に
よ
り
判
断
に
時
間
を
要
す
る
場
合
は
、
合
理
的
な
理
由
が

あ
る
と
い
え
る
と
解
さ
れ
る
ん
だ
。
ま
た
、
｢遅
滞
な
く
｣
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は

｢判
断
｣
で
あ
り
、
｢工
事
計
画
書
の
案
｣
ま
で
は
遅

滞
な
く
行
う
必
要
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
だ
。
工
事
の
事
業
規
模
に
応

じ
て
、
工
事
計
画
書
の
案
の
作
成
に
要
す
る
時
間
は
さ
ま
ざ
ま
だ
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
ね
。

シ
ン
イ
チ

な
る
ほ
ど
。
要
請
を
踏
ま
え
た
歩
行
安
全
改
築
を
行
う
か
杏
か
の
｢判

断
｣
の
基
準
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
す
か
?

ダ
イ
蔵道

路
管
理
者
は
、
歩
行
安
全
改
築
の
必
要
性
、
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全

体
の
整
備
水
準
、
財
政
状
況
、
地
域
住
民
の
意
見
の
状
況
、
土
地
利
用
の

状
況
、
交
通
の
状
況
、
市
町
村
の
協
力
体
制
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、

市
町
村
か
ら
の
要
請
を
踏
ま
え
た
歩
行
安
全
改
築
を
行
う
か
ど
う
か
を
判

断
す
べ
き
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
ね
。
道
路
管
理
者
と
し
て
、
様
々
な
条
件

を
踏
ま
え
た
う
え
で
柔
軟
な
判
断
を
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
制
度
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
ね
。

シ
ン
イ
チ

次
に
、
第
四
項
は
、
道
路
管
理
者
は
、
当
該
要
請
を
踏
ま
え
た
歩
行
安

全
改
築

(当
該
実
施
要
請
に
係
る
歩
行
安
全
改
築
の
工
事
計
画
書
の
素
案

の
内
容
の
一
部
を
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
歩
行
安
全
改
築
を
い
う
。)
を

行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
九
十
五
条
の
二
第

一
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

歩
行
安
全
改
築
の
工
事
計
画
書
の
案
に
併
せ
て
、
当
該
実
施
要
請
に
係
る

歩
行
安
全
改
築
の
工
事
計
画
書
の
素
案
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
規
定
で
す
ね
。
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ダ
イ
蔵こ

れ
は
、

一
部
を
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
歩
行
安
全
改
築
に
つ
い
て
、

第
三
者
的
な
立
場
の
者
で
あ
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
道
路
管
理
者
の

作
成
す
る
工
事
計
画
書
の
案
と
市
町
村
が
作
成
し
た
工
事
計
画
書
の
素
案

の
両
方
を
送
付
し
、
適
切
な
意
見
を
聴
取
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
規

定
だ
ね
。
ま
た
、
こ
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
意
見
聴
取
の
時
期
に

つ
い
て
は
、
工
事
計
画
書
の
案
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
工

事
計
画
書
の
案
の
作
成
の
後
、
す
な
わ
ち
工
事
を
実
施
す
る
段
階
に
お
い

て
行
う
も
の
と
解
さ
れ
る
ん
だ
。

シ
ン
イ
チ

第
五
項
と
、
第
六
項
は
道
路
管
理
者
が
、
要
請
の
あ
っ
た
歩
行
安
全
改

築
を
行
わ
な
い
と
判
断
し
た
場
合
の
手
続
き
を
定
め
た
規
定
で
す
ね
。

ま
ず
、
第
五
項
は
、
道
路
管
理
者
は
、
当
該
実
施
要
請
を
踏
ま
え
た
歩

行
安
全
改
築
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及

び
そ
の
理
由
を
、
当
該
実
施
要
請
を
し
た
市
町
村
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
定
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
第
六
項
は
、
道
路
管
理
者
に
、

前
項
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
実
施
要
請
を
し

た
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
当
該
実
施

要
請
に
係
る
歩
行
安
全
改
築
の
工
事
計
画
書
の
素
案
を
送
付
し
て
そ
の
意

見
を
聴
く
こ
と
を
義
務
づ
け
る
規
定
で
す
ね
。

文
意
の
ま
ま
に
意
味
は
理
解
で
き
る
ん
で
す
が
、
こ
こ
で
の
通
知
は
ど

の
よ
う
な
形
式
で
も
よ
い
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
?

ダ
イ
蔵う

ん
、
特
に
は
決
ま
っ
た
様
式
等
は
な
い
よ
。
た
だ
、
要
請
が
書
類
を

も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
文
書
に
よ
っ
て
通
知
す
る
の
が
望
ま
し
い

と
は
言
え
る
だ
ろ
う
ね
。

シ
ン
イ
チ

こ
れ
で
終
わ
り
で
す
ね
。
今
日
で
か
な
り
歩
行
安
全
改
築
の
要
請
制
度

の
理
解
も
深
ま
っ
た
気
が
し
ま
す
。
お
っ
と
、
も
う
四
時
で
す
か
。
ダ
イ

蔵
係
長
、
遅
く
ま
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ダ
イ
蔵シ

ン
イ
チ
君
こ
そ
大
丈
夫
か
い
?

明
日
は
大
事
な
会
議
が
あ
る
か

ら
、
朝
八
時
集
合
だ
よ
。

シ
ン
イ
チ

う
っ
、
忘
れ
て
ま
し
た
!
。
寝
坊
が
怖
い
の
で
、
今
日
は
泊
ま
る
こ
と

に
し
ま
す
!
。

34 道行セ 2 0 0 R 2



〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
七
年
三
月
二
二
日

熊
本
地
裁

請
求
棄
却

〔二
審
判
決
〕
平
成
一
人
年
二
月
一
四
日

福
岡
高
裁

請
求
一
部
認
容

は
じ
め
に

本
件
は
、
橋
梁
か
ら
転
落
し
た
者
が
負
傷
し
た
事
故
に
つ
い
て
、
転
落
し

た
原
因
が
橋
梁
に
設
置
さ
れ
て
い
る
欄
干
の
瑕
疵
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
、
道
路
管
理
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
な
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
証
拠
調
べ
が
終
了
し
結
審
間
近
の
段
階
で
、
原
告
が
、

主
張
す
る
事
故
の
態
様
を
変
更
し
た
こ
と
の
可
否
が
争
点
の
一
つ
と
な

っ
て

お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断
が
実
務
の
参
考
に
な
る
も
の
と

考
え
、
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。

原
審
の
判
断
は
、
原
告
の
主
張
の
変
更
に
つ
い
て
、
｢以
前
の
自
己
の
主

張
供
述
と
矛
盾
す
る
｣
と
し
、
｢か
か
る
主
張
の
変
更
を
す
る
こ
と
は
、
民

訴
法
上
の
信
義
則

(民
訴
法
二
条
)
に
反
す
る
の
で
許
さ
れ
な
い
と

と
い

う
も
の
で
あ

っ
た
。

‐三 ′◆ ‘
　

　
　 　 　

一
方
、
控
訴
審
は
、
｢変
更
前
の
主
張
と
変
更
後
の
主
張
と
は
、
本
件
橋
の

瑕
疵
、
就
中
本
件
欄
干
の
支
柱
部
分
の
瑕
疵
が
原
因
で
控
訴
人
が
転
落
し
て

負
傷
し
た
と
い
う
根
幹
の
部
分
で
は
共
通
で
あ
り
、
そ
の
落
下
の
態
様
の
詳

細
が
相
違
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
本
来
、
変
更
後
の
主
張
は
、
訴
え
の
当
初

か
ら
、
変
更
前
の
主
張
と
予
備
的
に
も
選
択
的
に
も
主
張
が
可
能
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｣
と
し
た
上
で
、
｢本
件
は
、
本
件
橋
の
管
理
の
瑕
疵

を
理
由
と
し
た
国
家
賠
償
法
二
条
に
基
づ
く

一
個
の
請
求
で
あ
っ
て
、
そ
の

主
張
の
変
更
に
よ
り
請
求
を
異
に
す
る
も
の
と
は
い
え
｣
ず
、
ま
た
、
｢証
拠

資
料
が
ほ
と
ん
ど
提
出
さ
れ
た
段
階
で
、
こ
の
主
張
変
更
が
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
格
別
新
た
な
攻
撃
防
御
方
法
が
想
定
さ
れ
る
も

の
で
も
な
い
｣
た
め

｢訴
訟
の
完
結
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ら
、

こ
れ
を
民
事
訴
訟
法
百
五
十
七
条
一
項
に
定
め
る
い
わ
ゆ
る
時
機
に
遅
れ
た

攻
撃
防
御
方
法
と
し
て
却
下
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｣
と
し
、
｢民
事
訴
訟

法
百
五
十
六
条
の
原
則
を
念
頭
に
置
い
て
、
民
事
訴
訟
法
二
条
に
基
づ
い
て

そ
の
主
張
自
体
を
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
原
告
の
信
義
則
違
反

橋
梁
か
ら
人
が
転
落
し
負
傷
し
た
事
麒
に
賄
い
て

原
告
の
主
張
変
更
の
可
否
が
争
わ
れ
た
事
例

-
橋
梁
転
落
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件
ー道

路
局
道
路
交
通
管
理
課

青
柳

敬
直



を
基
礎
付
け
る
に
は
未
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
｣
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

主
張
｣
と
い
う
。
)

一

事
案
の
纜
襲

本
件
事
故
の
能
･

本
件
は
、
平
成
一
二
年
一
一
月
二
八
日
に
発
生
し
た
原
告

(X
)
の
橋

梁

(以
下

｢本
件
橋
｣
と
い
う
。
)
か
ら
の
転
落
事
故
に
つ
い
て
、
原
告

が
、
被
告

(Y
市
)
が
管
理
す
る
公
の
営
造
物
で
あ
る
本
件
橋
及
び
こ
れ

に
設
置
さ
れ
た
欄
干
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
主
張
し
て
、
国
家
賠
償

法
二
条

一
項
に
基
づ
き
、
被
告
に
対
し
、
こ
れ
に
よ
る
損
害
の
賠
償
及
び

遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

2

争
い
の
な
い
事
実
等

①
原
告
は
、
平
成
三

年
三

月
二
八
日
午
前
九
時
こ
ろ
、
Y
市
の
本

件
橋
の
北
側
欄
干

(以
下

｢本
件
欄
干
｣
と
い
う
。)
の
堤
防
道
路
寄

り
の
端
付
近
か
ら
本
件
橋
の
下
の
地
面
に
落
下
し
た

(以
下

｢本
件
事

故
｣
と
い
う
。
)
。

②
原
告
は
、
本
件
事
故
に
よ
り
、
後
頭
部
打
撲
、
顔
髄
不
全
損
傷
の
傷

害
を
負
っ
た
。

③
本
件
橋
及
び
本
件
欄
干
は
、
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
Y
市
が
管
理
し

て
い
る
公
の
営
造
物
で
あ
る
。

主
な
争
点
と
当
事
者
の
主
張
の
要
点

①
本
件
事
故
の
態
様
及
び
こ
れ
に
関
す
る
原
告
の
主
張
変
更
の
可
否

(請
求
原
因
)

(原
告
)

ア

変
更
前
の
本
件
事
故
の
態
様
に
関
す
る
主
張

(以
下

｢変
更
前
の

本
件
事
故
の
態
様
は
、
原
告
が
、
本
件
橋
の
本
件
欄
干
の
端
と
本

件
橋
付
近
に
あ
る
堤
防
道
路
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
の
間
か
ら
堤
防
道

路
に
上
が
ろ
う
と
し
、
上
記
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
右
手
で
つ
か
み
、
右

手
を
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
離
し
て
左
手
で
本
件
欄
干
の
端
付
近
を
つ

か
ん
だ
と
こ
ろ
、
地
覆
で
固
定
さ
れ
て
い
る
べ
き
本
件
欄
干
の
北
西

端

(堤
防
道
路
側
)
の
支
柱

(以
下

｢本
件
支
柱
｣
と
い
う
。)
が

地
覆
か
ら
容
易
に
外
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
が
外
れ
て
原

告
が
本
件
橋
の
下
の
地
面
に
落
下
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

イ

変
更
後
の
本
件
事
故
の
態
様
に
関
す
る
主
張

(以
下

｢変
更
後
の

主
張
｣
と
い
う
。)

本
件
事
故
の
態
様
は
、
原
告
が
A
及
び
B
と
共
に
測
量
作
業
中
、

偶
然
本
件
欄
干
に
体
重
を
か
け
て
寄
り
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
本
件
支

柱
の
地
覆
部
分
が
破
損
し
て
露
出
し
て
い
た
た
め
、
本
件
欄
干
が
本

件
橋
の
外
側
に
移
動
し
、
こ
れ
に
よ
り
原
告
が
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て

本
件
橋
の
下
の
地
面
に
落
下
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ウ

主
張
変
更
の
可
否

変
更
前
の
主
張
と
変
更
後
の
主
張
と
は
、
本
件
支
柱
の
不
具
合
が

原
因
で
原
告
が
転
落
し
て
負
傷
し
た
と
い
う
部
分
で
は
共
通
で
あ

り
、
そ
の
落
下
の
態
様
が
相
違
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
原
告
が
供
述

し
た
事
実
に
基
づ
き
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
訴

訟
の
完
結
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
時

機
に
遅
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
と
し
て
却
下
す
べ
き
場
合
に
は

当
た
ら
ず
、
ま
た
、
仮
に
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
あ
っ
て
も
、
同
様

に
被
告
の
同
意
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
以



上
、
上
記
変
更
が
民
事
訴
訟
法
2
条
に
照
ら
し
許
さ
れ
な
い
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。

(被
告
)

ア

本
件
事
故
の
態
様
に
関
す
る
認
否
等

本
件
事
故
の
態
様
に
関
す
る
変
更
前
の
主
張
及
び
変
更
後
の
主
張

は
、
い
ず
れ
も
否
認
す
る
。

本
件
事
故
の
態
様
は
、
原
告
が
本
件
橋
の
上
に
立
ち
、
本
件
欄
干

上
部
か
ら
本
件
橋
の
北
側
外
側
に
身
を
乗
り
出
し
て
本
件
橋
の
下
を

の
ぞ
き
込
ん
で
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
バ
ラ
ン
ス

を
崩
し
、
本
件
欄
干
を
越
え
て
本
件
橋
の
下
の
地
面
に
落
下
し
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

イ

主
張
変
更
の
可
否

原
告
は
、
証
拠
調
べ
の
結
果
、
本
件
事
故
の
態
様
に
関
す
る
従
前

の
主
張
事
実
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
ひ
い
て
は
本
件
請
求
が
棄
却

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
白
に
な
り
、
か
つ
、
被
告
の
上
記
本
件

事
故
の
態
様
に
関
す
る
主
張
事
実
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
本
件
事
故
の

原
因
に
つ
い
て
の
原
告
の
過
失
が
極
め
て
大
き
い
と
さ
れ
る
の
は
必

至
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
回
避
す
べ
く
、
そ
の
主
張
を
変
更
し
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。仮
に
原
告
の
主
張
変
更
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

原
告
が
真
実
と
異
な
る
主
張
を
し
た
が
故
に
、
原
審
で
の
約
三
年
七

カ
月
間
に
及
ぶ
審
理
の
大
半
を
占
め
た
本
件
事
故
の
態
様
に
関
す
る

審
理
及
び
変
更
前
の
主
張
を
前
提
と
し
て
行
っ
た
被
告
の
主
張
立
証

活
動
は
鑑
笠
息
味
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
が
本

件
事
故
の
態
様
に
つ
い
て
、
変
更
前
の
主
張
か
ら
変
更
後
の
主
張
に

そ
の
主
張
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
民
事
訴
訟
法
三
条
所
定
の
信
義
則

に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。

②
本
件
橋

(公
の
営
造
物
)
の
管
理
の
瑕
疵
及
び
本
件
事
故
と
の
因
果

関
係
翁
藺
求
原
因
)

(原
告
)本

件
欄
干
の
支
柱
の
根
元
部
分
は
、
本
来
、
本
件
橋
の
端
に
あ
る
立

ち
上
が
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分
に
埋
設
さ
れ
て
い
た
が
、
本
件
事
故
当

時
、
本
件
支
柱
の
根
元
部
分
を
埋
設
し
て
い
た
上
記
立
ち
上
が
り
コ
ン

ク
リ
ー
ト
部
分
が
破
損
し
、
こ
れ
が
補
修
さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
た
た
め
、

本
件
欄
干
に
力
を
加
え
れ
ば
、
本
件
支
柱
が
本
件
橋
の
外
側
に
可
動
す

る
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
本
件
欄
干
の
本
来
の
機
能
は
転
落
防
止
に
あ

る
が
、
単
に
本
件
橋
を
通
行
す
る
者
が
本
件
欄
干
に
手
を
添
え
て
通
行

す
る
こ
と
だ
け
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
本
件
橋
を
通
行
す
る
車

が
本
件
欄
干
に
衝
突
し
た
場
合
や
通
行
人
が
本
件
欄
干
に
寄
り
添
う
等

の
場
合
に
も
、
こ
れ
ら
が
転
落
し
な
い
よ
う
な
機
能
を
備
え
る
べ
き
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
支
柱
は
上
記
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
本
件
橋
に
は
本
来
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
く
と
い
う
管
理
の

瑕
疵
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
本
件
事
故
が
発
生
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。

(被
告
)本

件
事
故
当
時
の
本
件
欄
干
な
い
し
本
件
支
柱
の
状
況
か
ら
、
本
件

橋
の
管
理
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
原
告
の
主
張
及
び
こ
の
瑕
疵
と
本

件
事
故
と
の
因
果
関
係
に
関
す
る
原
告
の
主
張
は
、
い
ず
れ
も
争
う
。

本
件
事
故
当
時
、
本
件
欄
干
に
力
を
加
え
れ
ば
、
本
件
支
柱
は
、
本

件
橋
の
外
側
に
最
大
三
0
m
程
度
可
動
す
る
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
本
件
支
柱
以
外
の
本
件
欄
干
の
支
柱
は
確
実
に
地
覆
に
固
定
さ



れ
て
お
り
、
本
件
支
柱
の
東
側
二
m
の
位
置
に
あ
る
欄
干
部
分
も
、
そ

①
被
告
は
、
本
件
事
故
の
態
様
に
関
す
る
原
告
の
主
張
に
つ
い
て
、
民

の
可
動
幅
は
、
最
大

一
0
m
程
度
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、

事
訴
訟
法
二
条
所
定
の
信
義
則
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い

本
件
欄
干
が
設
置
さ
れ
た
目
的
で
あ
る
、
通
行
人
の
本
件
橋
か
ら
の
転

落
を
防
止
す
る
機
能
に
は
何
ら
支
障
は
な
か
っ
た
か
ら
、
本
件
橋
の
管

理
に
は
法
律
上
の
瑕
疵
は
な
い
。
ま
た
、
仮
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
本
件
事
故
は
、
原
告
が
本
件
欄
干
の
上
か
ら
外
側
へ
上
半
身
を
大

き
く
乗
り
出
し
た
た
め
に
、
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し

た
重
大
な
過
失
行
為
を
原
因
と
す
る
目
損
事
故
で
あ
っ
て
、
当
該
瑕
疵

と
本
件
事
故
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
は
な
い
。

③

過
失
相
殺

(抗
弁
)

(被
告
)本

件
事
故
は
、
原
告
が
本
件
橋
の
本
件
欄
干
の
側
に
立
ち
、
本
件
欄

干
か
ら
外
側
へ
大
き
く
上
半
身
を
乗
り
出
し
て
本
件
橋
の
下
部
西
側
方

向
を
の
ぞ
き
込
む
と
い
う
本
件
橋
の
通
常
の
用
法
に
即
し
な
い
転
落
の

危
険
が
極
め
て
大
き
い
異
常
な
行
動
こ
そ
が
原
因
で
発
生
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
原
告
の
過
失
は
極
め
て
重
大
で
あ
っ
て
、
そ
の
過
失
割
合
は

少
な
く
と
も
九
0
%
を
下
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

(原
告
)

争
う
。

④
損
害
の
発
生
及
び
そ
の
数
額

釜
弼求
原
因
)
並
び
に
損
害
填
補

(抗
弁
)

略

三

裁
判
所
の
判
断

争
点
の

(本
件
事
故
の
態
様
及
び
こ
れ
に
関
す
る
原
告
の
主
張
変
更
の

可
否
)
に
つ
い
て

事
訴
訟
法
二
条
所
定
の
信
義
則
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い

旨
主
張
す
る
。

し
か
し
、
変
更
前
の
主
張
と
変
更
後
の
主
張
と
は
、
社
会
的
事
実
と

し
て
同
一
の
事
故
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
い

ず
れ
の
主
張
内
容
も
、
公
の
営
造
物
の
管
理
の
瑕
疵
に
基
づ
く
損
害
賠

償
請
求
の
請
求
原
因
で
あ
る
本
件
欄
干
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
及

び
こ
れ
に
よ
っ
て
原
告
に
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
を
示
す
具
体
的
事
情

の
一
部
と
し
て
、
本
来
並
列
的
な
い
し
は
仮
定
的
に
主
張
す
る
こ
と
が

で
き
る
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
変
更
前
の
主
張
と
変
更
後
の
主
張

と
は
、
本
件
橋
の
瑕
疵
、
就
中
本
件
欄
干
の
支
柱
部
分
の
瑕
疵
が
原
因

で
原
告
が
転
落
し
て
負
傷
し
た
と
い
う
根
幹
の
部
分
で
は
共
通
で
あ

り
、
そ
の
落
下
の
態
様
の
詳
細
が
相
違
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
本
来
、

変
更
後
の
主
張
は
、
訴
え
の
当
初
か
ら
、
変
更
前
の
主
張
と
予
備
的
に

も
選
択
的
に
も
主
張
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
件

は
、
本
件
橋
の
管
理
の
瑕
疵
を
理
由
と
し
た
国
家
賠
償
法
二
条
に
基
づ

く
一
個
の
請
求
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
張
の
変
更
に
よ
り
請
求
を
異
に
す

る
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
訴
え
の
変
更
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
百

四
十
三
条
の
要
件
の
具
備
が
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

そ
の
上
、
公
の
営
造
物
の
管
理
の
瑕
疵
の
有
無
を
判
断
す
る
前
提
と
し

て
、
そ
の
主
張
の
根
幹
部
分
が
同
一
と
評
価
で
き
、
被
告
の
防
御
に
と

っ
て
格
別
の
支
障
が
な
い
限
り
、
裁
判
所
が
、
本
件
事
故
の
態
様
に
関

ヤ

す
る
原
告
の
上
記
各
主
張
事
実
の
細
部
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
必
ず
し

酪

も
厳
密
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
原
告
の
当
該
主
張
と
同
一
の
主
張

あ
る
い
は
予
備
的
な
主
張
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
被
告
の
主
張
す



る
態
様
を
も
含
め
て
、
本
件
事
故
の
態
様
に
関
す
る
事
実
認
定
が
可
能

で
あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
加
え
て
、
既
に

原
告
及
び
被
告
か
ら
本
件
事
故
の
態
様
に
関
す
る
証
拠
資
料
が
ほ
と
ん

ど
提
出
さ
れ
た
段
階
で
、
こ
の
主
張
変
更
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
に
よ
っ
て
格
別
新
た
な
攻
撃
防
御
方
法
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
も

な
い
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
に
お
い
て
、
原
告
が
変
更
後
の
主
張
を
す

る
こ
と
に
よ
り
、訴
訟
の
完
結
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ら
、

こ
れ
を
民
事
訴
訟
法
百
五
十
七
条
一
項
に
定
め
る
い
わ
ゆ
る
時
機
に
遅

れ
た
攻
撃
防
御
方
法
と
し
て
却
下
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
し

て
、
こ
れ
と
は
別
に
、
被
告
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
原
審
段
階
で
の
原
告

の
主
張
の
変
遷
及
び
審
理
の
経
過
に
関
す
る
事
情
は
、
こ
れ
ら
が
本
件

事
故
の
態
様
に
関
す
る
事
実
認
定
に
当
た
っ
て
は
大
き
な
意
味
を
持
ち

得
る
こ
と
は
別
論
と
し
て
も
、
民
事
訴
訟
法
百
五
十
六
条
の
原
則
を
念

頭
に
置
い
て
、
民
事
訴
訟
法
二
条
に
基
づ
い
て
そ
の
主
張
自
体
を
排
斥

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
原
告
の
信
義
則
違
反
を
基
礎
付
け
る
に

は
未
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
原
告
の
上
記
主
張
の
変
更
は
許
さ
れ
る
と
い
う
べ
き

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
被
告
の
主
張
は
、
採
用
で
き
な
い
。

こ
の
主
張
の
変
更
を
上
記
信
義
則
に
反
す
る
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
し

た
原
判
決
は
、
明
ら
か
に
誤
り
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
本
件
事
故
の
態
様
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

ァ

証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
次
の
各
事
実
が
認
め
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
欄
干
の
高
さ
は
、
地
覆
部
分
を
含
め
て
本
件

橋
の
路
面

(床
部
分
)
か
ら
約
九
四
皿
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
原

告
の
身
長
は
、
一
七
二
皿
で
あ
る
。

本
件
事
故
当
時
、
本
件
欄
干
の
支
柱
の
う
ち
最
西
端
に
あ
る
本
件

支
柱
の
根
元
部
分
を
埋
設
し
て
い
た
上
記
立
ち
上
が
り
コ
ン
ク
リ
ー

ト
部
分
が
破
損
し
て
、
こ
れ
が
補
修
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、

本
件
欄
干
に
力
を
加
え
れ
ば
、
本
件
支
柱
は
、
本
件
橋
の
外
側
に
約

三
0
皿
可
動
す
る
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
影
響
で
、
本
件
欄
干

上
部
も
、
内
外
に
一
○
伽
程
度
可
動
す
る
場
所
が
あ
っ
た
。

原
告
は
、
本
件
事
故
が
発
生
す
る
前
、
本
件
橋
付
近
で
A
及
び
B

と
共
に
、
測
量
の
準
備
作
業
と
し
て
、
測
量
に
必
要
な
ベ
ン
チ
マ
ー

ク

(基
準
点
)
を
探
す
な
ど
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
本
件
事
故
前
、

A
は
、
本
件
橋
の
直
下
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
天
端
の
上
に
下
り
、
そ

こ
か
ら
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
探
し
て
い
た
。
原
告
も
い
っ
た
ん
は
同
所

に
下
り
た
が
、
そ
の
後
、
そ
こ
か
ら
本
件
橋
の
南
側
堤
防
道
路
上
で

測
量
器
械
の
据
え
付
け
作
業
を
し
て
い
た
B
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
B

と
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
位
置
に
関
す
る
会
話
を
交
わ
し
た
後
、
本
件
橋

の
方
向
に
戻
っ
た
。

そ
の
後
、
原
告
は
、
本
件
橋
の
上
か
ら
上
下
逆
さ
ま
の
状
態
で
頭

か
ら
落
下
し
、
そ
の
途
中
A
の
左
肩
と
接
触
す
る
か
し
な
い
か
の
と

こ
ろ
を
通
っ
て
本
件
橋
の
下
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
排
水
溝
に
う
つ

ぶ
せ
の
状
態
で
倒
れ
た
が
、
そ
の
後
も
意
識
は
あ
り
、
A
及
び
B
と

の
間
で
会
話
を
交
わ
し
た
。

イ

本
件
に
お
い
て
、
落
下
時
の
原
告
の
正
確
な
位
置
及
び
姿
勢
を
明

確
に
特
定
す
べ
き
十
分
な
資
料
は
な
い
も
の
の
、
以
上
の
認
定
事
実

を
総
合
す
る
と
、
本
件
事
故
の
態
様
と
し
て
は
、
原
告
が
、
本
件
橋

の
上
に
立
ち
、
A
が
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
探
す
な
ど
の
作
業
を
し
て
い

る
様
子
を
確
認
す
べ
く
、
本
件
欄
干
に
触
れ
て
そ
の
上
か
ら
上
半
身



エ
を
乗
り
出
し
た
と
こ
ろ
、
本
件
欄
干
が
動
い
た
た
め
、
バ
ラ
ン
ス
を

崩
し
て
、
こ
れ
を
越
え
て
上
下
逆
さ
ま
の
状
態
で
回
転
し
な
が
ら
落

下
し
た
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ま
ず
、
原
告
は
、
変
更
後
の
主
張
の
と
お
り
、
原

告
が
本
件
橋
の
上
で
偶
然
本
件
欄
干
に
寄
り
か
か
っ
た
こ
と
が
落
下

の
原
因
で
あ
る
旨
主
張
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
を
裏
付
け
る
証
拠
は
全
く
な
く
、
原
告
本
人
の

原
審
に
お
け
る
供
述
中
に
も
、
こ
れ
を
基
礎
付
け
る
事
情
に
関
す
る

供
述
部
分
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
や
上
記

ア
及
び
イ
の
認
定
に
照
ら
す
と
、
変
更
後
の
主
張
は
、
到
底
採
用
で

き
な
い
。

次
に
、
原
告
は
、
変
更
前
の
主
張
の
と
お
り
、
原
告
が
本
件
橋
の

本
件
欄
干
の
端
と
本
件
橋
付
近
に
あ
る
堤
防
道
路
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

と
の
間
か
ら
堤
防
道
路
に
上
が
ろ
う
と
し
た
際
に
、
本
件
欄
干
の
端

付
近
を
つ
か
ん
だ
と
こ
ろ
、
本
件
支
柱
が
外
れ
て
原
告
が
本
件
橋
の

下
の
地
面
に
落
下
し
た
旨
主
張
し
、
こ
れ
と
同
趣
旨
の
証
拠
を
援
用

し
た
。

し
か
し
、
上
記
証
拠
は
、
証
拠
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
原
告
に
よ

る
当
初
の
説
明
や
そ
の
後
の
認
識
等
と
も
全
く
矛
盾
し
て
お
り
、
そ

の
発
言
時
点
の
比
較
の
点
か
ら
し
て
も
、
ま
た
、
こ
れ
と
矛
盾
す
る

内
容
の
証
拠
に
照
ら
し
て
も
、
到
底
信
用
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
本

件
事
故
前
後
の
状
況
に
関
す
る
証
拠
も
原
告
が
落
下
す
る
に
至
っ
た

状
況
を
直
接
見
た
も
の
で
は
な
く
、
変
更
前
の
主
張
の
と
お
り
の
事

故
態
様
を
客
観
的
に
裏
付
け
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
ら
を
含

め
、
変
更
前
の
主
張
を
認
め
る
に
足
り
る
十
分
な
裏
付
け
と
な
る
証

、ウ

拠
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
や
上
記
①
の
と
お
り
の
主
張

の
変
遷
、
さ
ら
に
は
上
記
ア
及
び
イ
の
認
定
に
照
ら
す
と
、
変
更
前

の
主
張
も
到
底
採
用
で
き
な
い
。

2

争
点
②

(本
件
橋
の
管
理
の
瑕
疵
及
び
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係
)
に

つ
い
て

①
本
件
事
故
当
時
の
本
件
欄
干
及
び
本
件
支
柱
の
状
態
は
、
上
記
ー
②

に
説
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
欄
干
の
支
柱
の
う
ち

最
西
端
に
あ
る
本
件
支
柱
の
根
元
部
分
を
埋
設
し
て
い
た
上
記
立
ち
上

が
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分
が
破
損
し
て
、
こ
れ
が
補
修
さ
れ
な
い
ま
ま

で
あ
っ
た
た
め
、
本
件
欄
干
に
力
を
加
え
れ
ば
、
本
件
支
柱
は
本
件
橋

の
外
側
に
約
三
〇
皿
可
動
す
る
状
態
で
あ
り
、
そ
の
影
響
で
、
本
件
欄

干
上
部
も
内
外
に
一
○
皿
程
度
可
動
す
る
場
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

の

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
橋
の
欄
干
と
は
、
橋
の
側
辺
に
設
置
し
て
人

や
車
が
落
ち
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て
橋
を
渡
る

通
行
人
や
自
転
車
等

(設
置
す
る
橋
の
幅
員
や
構
造
に
よ
っ
て
は
自
動

車
等
を
含
む
。)
の
転
落
を
防
止
す
る
機
能
を
本
来
有
す
べ
き
も
の
で

あ
る
。こ
の
こ
と
と
本
件
橋
と
本
件
欄
干
の
設
置
場
所
等
に
照
ら
す
と
、

本
件
欄
干
も
、
通
行
人
が
通
行
し
、
そ
の
際
手
摺
り
と
し
て
こ
れ
に
触

れ
て
あ
る
程
度
体
重
が
か
か
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
た
上
で
、

か
か
る
通
常
の
利
用
方
法
に
よ
る
限
り
、
転
落
を
防
止
す
る
機
能
を
有

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
欄
干
は
、
上

記
①
の
と
お
り
の
状
況
の
ま
ま
そ
の
修
理
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
完
全
に
固
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
本
件
欄
干
に
触
れ
た
通
行
人
が

バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
な
ど
し
て
転
落
す
る
危
険
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
、
被
告
は
、
本
件
事
故
当
時
、
こ
れ
を
修
理
す
る
こ
と

イハ



な
く
放
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
橋
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ

3

争
点
◎

(過
失
相
殺
)
に
つ
い
て

た
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
、
本
件
事
故
は
、
上
記
の
と

り

記
2
の
と
ト
リ
、
波

ロ
に
ま

お
り
、
原
告
が
測
量
作
業
の
準
備
中
、
本
件
橋
の
下
方
に
い
た
A
の
様

子
を
確
認
す
る
際
、
何
ら
か
の
必
要
が
あ
っ
て
本
件
欄
干
の
上
部
に
触

れ
て
こ
れ
に
体
重
が
か
か
り
、
本
来
固
定
さ
れ
て
い
る
べ
き
部
分
が
動

い
た
こ
と
が
原
因
の

一
つ
と
な

っ
て
生
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る

瑕
疵
が
な
け
れ
ば
本
件
事
故
が
発
生
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
上
記
管
理
の
瑕
疵
と
本
件
事
故
と
の
間

に
は
、
因
果
関
係
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

③
こ
の
点
、
被
告
は
、

=
3
②
の
と
お
り
、
原
告
の
行
動
と
の
関
係

で
上
記
瑕
疵
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係
が
な
い
旨
主
張
す
る
。

上
記
の
と
お
り
、
本
件
事
故
当
時
の
原
告
の
行
動
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
件
欄
干
に
少
な
く
と

も
原
告
の
身
体
の
一
部
が
触
れ
、
本
件
欄
干
に
固
定
し
な
い
部
分
が
あ

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
原
告
は
、
身
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
本
件
橋
か

ら
落
下
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
の
原

告
の
行
動
が
、
本
件
欄
干
を
支
え
に
し
て
そ
の
下
を
観
察
な
い
し
確
認

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
通
常
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
転
落
を
防
止
す
る
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ

が
本
件
欄
干
の
本
来
の
機
能
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
原
告
が
、
こ
れ
以
上
に
、
本
件

欄
干
を
大
き
く
乗
り
出
す
な
ど
し
て
、
本
件
欄
干
の
上
記
瑕
疵
が
な
く

て
も
転
落
す
る
よ
う
な
危
険
な
行
動
を
と
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
明
確

な
証
拠
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
被
告
の
上
記
主
張
は
、
理
由

が
な
い
。

①
上
記
2
の
と
お
り
、
被
告
に
は
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
欄
干
の
上

記
不
具
合
箇
所
を
修
理
す
る
こ
と
な
く
放
置
し
て
い
た
管
理
の
瑕
疵
が

あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
と
因
果
関
係
の
あ
る
本
件
事
故
に
つ
い
て
、
原
告

に
対
し
、
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

②
他
方
、
原
告
は
、
本
件
橋
の
上
で
本
件
欄
干
に
触
れ
て
下
方
の
作
業

の
確
認
を
す
る
に
当
た
り
、
本
件
欄
干
が
動
か
な
い
な
ど
そ
の
安
全
を

十
分
に
確
認
し
た
上
で
、
ま
た
、
そ
の
際
は
、
落
下
の
危
険
の
な
い
よ

う
な
姿
勢
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
原
告
が
本
件
欄
干
に
あ
る
程
度
体
重
を
か
け
る
よ
う
な
結
果
と

な
る
、
上
半
身
を
乗
り
出
す
よ
う
な
姿
勢
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
本
件
欄

干
に
上
記
不
具
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
欄
干
を
越
え
て
ま
で
落

下
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
原
告
は
、
上

記
1
②
の
と
お
り
、
当
時
行
っ
て
い
た
測
量
作
業
の
準
備
中
、
他
の
作

業
者

(特
に
、
A
)
の
作
業
の
様
子
を
確
認
す
べ
く
本
件
橋
の
本
件
欄

干
に
触
れ
て
そ
の
上
部
か
ら
上
半
身
を
乗
り
出
し
た
と
こ
ろ
、
本
件
欄

干
が
動
い
た
た
め
、
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
、
こ
れ
を
越
え
て
上
下
逆
さ

ま
の
状
態
で
回
転
し
な
が
ら
落
下
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
に
も
相

当
程
度
の
過
失
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
そ
こ
で
、
上
記
の
双
方
の
過
失

(被
告
の
管
理
の
瑕
疵
の
度
合
い
と

原
告
の
過
失
の
度
合
い
)
を
比
較
す
る
と
、
む
し
ろ
原
告
の
過
失
が
相

当
に
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
結
果
、
そ
の
損
害
額
か
ら
8

割
を
減
ず
る
の
が
相
当
で
あ
る
。



4

争
点
@

(損
害
の
発
生
及
び
そ
の
数
類
並
び
に
損
害
填
補
)
に
つ
い
て

参
照
条
文

略
に
J

よ
っ
て
、
原
告
の
本
件
請
求
は
、
八
二
二
万
九
、
一
人
一
円
及
び
こ
れ

に
対
す
る
損
害
発
生
の
日
で
あ
る
平
成
三
一年
三

月
二
人
日
か
ら
支
払

済
み
ま
で
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を

求
め
る
限
度
で
理
由
が
あ
る
か
ら
こ
れ
を
認
容
し
、
そ
の
余
は
理
由
が
な

い
か
ら
こ
れ
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
と
異
な
る
原

判
決
を
本
判
決
主
文

一
項
の
と
お
り
変
更
す
る
こ
と
と
し
て
、
主
文
の
と

お
り
判
決
す
る
。

な
お
、
仮
執
行
の
宣
言
は
、
地
方
公
共
団
体
を
相
手
方
と
す
る
損
害
賠

償
と
い
う
事
案
の
性
質
上
相
当
で
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
付
さ
な
い
。

民
事
訴
訟
法

(平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
)

(裁
判
所
及
び
当
事
者
の
責
務
)

第
二
条

裁
判
所
は
、
民
事
訴
訟
が
公
正
か
っ
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
努
め
、
当
事
者

は
、
信
義
に
従
い
誠
実
に
民
事
訴
訟
を
迫
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(訴
え
の
変
更
)

第
百
四
十
三
条

原
告
は
、
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
な
い
限
り
、
口
頭
弁
論
の
終
結
に
至

る
ま
で
、
請
求
又
は
請
求
の
原
因
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ

り
著
し
く
訴
訟
手
続
を
遅
滞
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

請
求
の
変
更
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

前
項
の
書
面
は
、
相
手
方
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

裁
判
所
は
、
請
求
又
は
請
求
の
原
因
の
変
更
を
不
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
申
立

て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
そ
の
変
更
を
許
さ
な
い
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
時
期
)

第
百
五
十
六
条

攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
は
、
訴
訟
の
進
行
状
況
に
応
じ
適
切
な
時
期
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
等
)

第
百
五
十
七
条

当
事
者
が
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
時
機
に
後
れ
て
提
出
し
た
攻

撃
又
は
防
御
の
方
法
に
っ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
訴
訟
の
完
結
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
と

な
る
と
認
め
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
却
下
の
決
定
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
で
そ
の
趣
旨
が
明
瞭
で
な
い
も
の
に
っ
い
て
当
事
者
が
必
要

な
釈
明
を
せ
ず
、
又
は
釈
明
を
す
べ
き
期
日
に
出
頭
し
な
い
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と

す
る
。

4 2 ≧首た〒セ 2008 2



め
、
山
間
部
を
縦
断
す
る
ル
ー
ト
を

鷹
取
豊
岡
寓
洋
画
醐
薹
遭

西から東から

◆
は
じ
め
に

鳥
取
豊
岡
宮
津
自
動
車
道
は
鳥
取

県
鳥
取
市
か
ら
、
兵
庫
県
新
温
泉
町

~
香
美
町
~
豊
岡
市
を
経
て
、
京
都

府
宮
津
市
ま
で
を
結
ぶ
延
長
約
三
一

〇
皿
の
地
域
高
規
格
道
路
で
、
現
在

整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
北
近

畿
豊
岡
自
動
車
道
と
は
豊
岡
市
で
接

続
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。

当
区
間
は
、日
本
海
沿
岸
で
唯
一
、

高
規
格
幹
線
道
路
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ

ン
ク
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
緊

急
医
療
機
関
へ
の
三
〇
分
ア
ク
セ
ス

圏
域
の
拡
大
、
産
業
･
観
光
振
興
の

た
め
、
各
地
域
の
連
携
･
交
流
が
重

要
な
課
題
で
す
。

こ
の
道
路
は
三
府
県
に
ま
た
が
る

兵
庫
県
東
京
事
務
所

小
森

健

道
路
で
す
が
、
こ
こ
で
は
兵
庫
県
内

の
状
況
を
中
心
に
報
告
し
ま
す
。

◆
整
備
の
現
況

兵
庫
県
内
で
は
、
香
美
町
内
の

｢香
住
道
路
｣
が
開
通
し
て
い
る
ほ

か
、
香
美
町
内
の

｢余
部
道
路
｣
、

兵
庫
県
と
鳥
取
県
の
県
境
を
ま
た
ぐ

｢東
浜
居
組
道
路
｣
の
工
事
が
進
捗

中
で
、東
浜
居
組
道
路
に
つ
い
て
は
、

今
年
三
一月
の
開
通
を
見
込
ん
で
い

ま
す
。
ま
た
、
新
温
泉
町
と
香
美
町

を
結
ぶ

｢浜
坂
道
路
｣
は
、
平
成
一

九
年
度
に
P
I
を
行
い
、
平
成
二
〇

年
度
よ
り
調
査
･
設
計
に
着
手
し
ま

す
。

写真 1 下岡高架橋 (香住道路)

今
香
住
道
路

平
成
一
七
年
三
月
に
香
美
町
下
岡

~
香
住
間
で
開
通
。
建
設
ル
ー
ト
が

山
陰
海
岸
国
立
公
園
に
隣
接
し
、
急

峻
な
山
地
が
海
岸
に
迫
っ
て
い
る
た

と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ト
ン

ネ
ル
三
ヵ
所
、
橋
梁
七
橋
と
な
っ
て

お
り
、
大
型
構
造
物
が
全
延
長
の
七

割
強
に
な
っ
て
い
ま
す
。
主
要
構
造

物
は
非
排
水
型
の
香
住
ト
ン
ネ
ル
、

下
岡
高
架
橋
な
ど
で
す
。

道行セ 2008.2 4 7

写真 2 油良高架橋 (余部道路)

◆
余
部
道
路

香
美
町
香
住
~
余
部
間
で
工
事
が

進
ん
で
い
ま
す
。
工
事
期
間
は
平
成

一
二
年
度
か
ら
平
成
二
二
年
度

(予

定
)。
香
住
道
路
同
様
、
曲
が
り
く



ね
っ
て
道
路
幅
が
狭
い
現
国
道
一
七

人
号
の
バ
イ
パ
ス
に
な
り
ま
す
。
主

要
構
造
物
は
船
越
ト
ン
ネ
ル
、
油
良

高
架
橋
な
ど
で
す
。

◆
東
浜
居
組
道
路

国
道
一
七
八
号
の
兵
庫
県
と
鳥
取

な
な
さ
か
や

県
の
県
境
部
は
、
通
称

｢七
坂
人

峠
｣
と
呼
ば
れ
、
急
な
カ
ー
ブ
が

連
続
し
、
特
に
冬
季
に
は
交
通
の
難

所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

こ
の
峠
の
改
良
は
地
元
住
民
の
悲
願

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
東
浜
居
組
道

路
の
中
で
最
も
重
要
な
工
事
で
あ
る

図 鳥取豊岡宮津自動車道の整備状況
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県
境
の
七
坂
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
は
、

平
成
一
九
年
二
月
一
七
日
に
貫
通
式

典
、

三

月
二
五
日
に
ト
ン
ネ
ル
ウ

ォ
ー
キ
ン
グ
を
開
催
し
ま
し
た
。
ト

ン
ネ
ル
本
体
は
こ
の
号
が
出
る
二
月

に
、
東
浜
居
組
道
路
全
体
は
今
年
一

二
月
に
完
成
す
る
予
定
で
す
。

◆
鳥
取
豊
岡
宮
津
自
動
車
道

整
備
促
進
大
会

平
成
一
九
年
一
〇
月
一
三
日
に
兵

庫

･
京
都

･
鳥
取
の
三
府
県
合
同

で
、
初
の
整
備
促
進
大
会
を
豊
岡
市

民
会
館
で
開
催
し
ま
し
た
。
道
路
整

備
に
よ
る
地
域
づ
く
り
や
交
流
に
つ

い
て
考
え
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
決
起
大

会
を
メ
イ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
、鳥
取
、

兵
庫
、
京
都
の
三
府
県
と
沿
線
の
一

二
市
町
の
関
係
者
や
、
住
民
約
｢

0
0
0
人
が
出
席
し
、
早
期
整
備
を

ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
谷
口
博
昭
国

土
交
通
省
技
監
が
｢将
来
の
地
域
づ

く
り
に
向
け
て
｣
と
題
し
た
基
調
講

演
。
沖
村
孝
神
戸
大
学
教
授
を
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
、
中
目
舎
不
治
豊
岡

市
長
ら
四
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
が

｢連

携

･
交
流
に
よ
る
こ
れ
か
ら
の
地
域

像
｣
を
テ
ー
マ
に
意
見
を
交
換
し
ま

し
た
。

決
起
大
会
で
は
、
谷
公
一
国
土
交

通
大
臣
政
務
官
、
井
戸
敏
三
兵
庫
県

知
事
、
平
井
伸
治
鳥
取
県
知
事
、
猿

渡
知
之
京
都
府
副
知
事
、
布
村
明
彦

近
畿
地
方
整
備
局
長
、
桐
越
信
中
国

地
方
整
備
副
局
長
が
あ
い
さ
つ
。

｢環
日
本
海
地
域
の
発
展
に
不
可
欠

な
道
路
で
あ
る
こ
と
｣
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
豊
岡
市
立
小
坂
小
学
校
五

年
生
に
よ
り
、
水
害
に
強
い
橋
や
道

路
を
、
と
い
う
意
見
発
表
が
あ
り
ま

し
た
。

◆
お
わ
り
に

昨
年
三

月
に
日
比
谷
公
会
堂
で

開
か
れ
た
道
路
整
備
の
促
進
を
求
め

る
全
国
大
会
の
席
上
、
冬
柴
鐵
三
国

土
交
通
大
臣
か
ら
、
全
国
に
三
ヵ
所

あ
る
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
の
一
つ
と

し
て
具
体
名
を
あ
げ
て
い
た
だ
き
、

整
備
推
進
に
向
け
て
力
強
い
言
葉
を

頂
戴
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

最
後
は
、
一
〇
月
の
整
備
促
進
大

会
で
谷
政
務
官
か
ら
い
た
だ
い
た

｢道
路
特
定
財
源
の
確
保
、
自
治
体
の

財
政
力
確
保
、
地
元
の
協
力
の
三
つ

の
課
題
を
ク
リ
ア
し
て
本
道
路
を
整

備
推
進
す
る
｣
と
い
う
言
葉
を
も
っ

て
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　、＼
＼
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此れ鬱◎廳鱗

の
二
つ
の
ル
ー
ト
が
登
録
さ
れ
ま
し

｢風
景
街
道
｣
の
取
組
み
が
は
じ
ま
り
ま
し
た

す

5
好
き
な
場
所
に
、

て手
を
入
れ
、

◆
日
本
風
景
街
道
と
は

日
本
風
景
街
道
と
は
、

多
様
な
主
体
(地
域
住
民
、

N
P
0
、
行
政
等
)
が
、

み
ち
を
舞
台
に
地
域
の
自

然
や
歴
史
･
文
化
を
活
か

し
、
質
の
高
い
風
景
を
形

成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

す
て
き

素
敵
な
場
所
へ
;

徳
島
県
東
京
事
務
所

小
津

慶
久

図 1 徳島県神山町の位置図

写真 甜壁寺のしだれ桜

域
の
活
性
化
や
観
光
の
振
興
を
図
っ

て
い
く
取
組
み
で
す
。

四
国
に
お
い
て
も
、
昨
年
九
月
に

｢四
国
風
景
街
道
協
議
会
｣
か
ら
登

録
ル
ー
ト
の
募
集
が
始
ま
り
、
三

月
に
は
徳
島
県
で
神
山
町
の

｢
い
や

し
･
も
て
な
し
神
山
街
道
｣
と
阿
南

市
の

｢光
ま
わ
り
回
廊
~
阿
南
~
｣

た
。そ

こ
で
、
今
回
は
徳
島
県
神
山
町

の
｢
い
や
し

･
も
て
な
し
神
山
街
道
｣

の
活
動
状
況
を
紹
介
し
ま
す
。

◆
阿
波
の
ま
ほ
ろ
ば

ず
ば
ら
し
ぃ
場
所
)

･
神
山
町

神
山
町
は
、
徳
島
県
の
中
央
部
に

位
置
し
、
徳
島
市
か
ら
車
で
約
五
〇

分
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

東
西
約
二
〇
如
、南
北
約

一
〇
節
、

人
口
は
約
七
、
0
0
0
人
で
、
清
流

と
山
に
囲
ま
れ
た
目
狭
宣
旦か
な
町
で

す
。町

の
中
心
部
を
流
れ
る
鮎
喰
非
流写真2 雨乞の滝

　

　
　

　

の

り

あ乞
ま
……

▲　　　　
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消
顎

効

き
県

　　

　

西から東から

山脇自動章迫



域
を
中
心
に
古
代
か
ら
文
化
の
栄
え

た
町
で
、
卑
弥
呼
伝
説
の
残
る
高
根

山
悲
願
寺
は
、
千
手
観
音
や
天
照
大

神
等
が
古
代
よ
り
祚
ら
れ
て
い
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す

(邪
馬
台
国
は

神
山
に
あ
っ
た
と
の
噂
も
あ
り
ま

す
)。

ま
た
、
農
産
物
で
は
ス
ダ
チ
の
生

産
高
が
日
本
一
で
、
梅
の
生
産
高
に

お
い
て
も
県
内

一
の
産
地
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
い
や
し
･
も
て
な
し
神
山
街
道

一
九
九
人
年
、
神
山
町
で
日
本
最

初
の
ア
ド
プ
ト

･
ア
･
ハ
イ
ウ
ェ
イ

事
業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

ア
ド
プ
ト
事
業
と
は
、
道
路
清
掃

奉
仕
活
動
の
こ
と
で
す
。
神
山
町
の

幹
線
道
路
を
約
二
皿
の
区
間
に
区
切

り
、
各
種
団
体
が
定
期
的
に
清
掃
を

行
う
活
動
で
、
現
在
で
は
神
山
町
内

の
幹
線
道
路
を
全
て
、
カ
バ
ー
し
て

い
ま
す
。

こ
の
ア
ド
プ
ト
事
業
へ
参
加
し
て

い
た
地
域
住
民
、
N
P
O
法
人
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
と
徳
島
県

･

神
山
町
が
連
携
し
た
組
織
が

｢
い
や

し
･
も
て
な
し
神
山
街
道
会
議
｣
で

す
。｢

い
や
し

･
も
て
な
し
神
山
街
道
｣

の
名
前
の
由
来
は
、
｢神
山
に
き
た

ら
癒
さ
れ
る
な
あ
｣
と
み
ん
な
に
言

っ
て
も
ら
い
、
そ
し
て
神
山
を
訪
れ

る
人
々
に
対
す
る
｢も
て
な
し
の
心
｣

を
町
全
体
に
広
げ
た
い
と
い
う
こ
と

か
ら
こ
の
名
前
に
し
ま
し
た
。

◆
中
学
生
に
よ
る

風
景
街
道
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

｢風
景
街
道
ワ
ー
ク
ッ
シ
ョ
ッ
プ
｣

と
は
、
｢地
元
神
山
町
の
中
学
生
が

主
体
と
な
っ
て
、
風
景
に
つ
い
て
学

び
、
彼
ら
の
視
点
で
感
じ
た
こ
と
を

み
ん
な
で
考
え
、
そ
の
意
見
を
提
案

す
る
こ
と
で
、
地
域
全
体
の
風
景
に

対
す
る
意
識
の
向
上
を
や
っ
て
み
よ

う
｣
、
と
い
う
内
容
で
、
地
元

･
徳

島
大
学
の
景
観
の
専
門
家
で
あ
る
真

田
先
生
の
協
力
を
頂
き
実
施
さ
れ
た

も
の
で
す
。

《第
一
回
及
び
第
二
回
》

第

一
回
は
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
行
い
、

第
二
回
か
ら
は
四
、
五
人
の
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
分
か
れ
、
学
校
へ
の
行
き

帰
り
や
休
日
に
、
｢自
分
の
好
き
な

風
旦匡

｢お
気
に
入
り
の
道
｣
｢自
分

だ
け
が
知
っ
て
い
る
風
景
｣
を
デ
ジ

カ
メ
で
撮
影
し
、
そ
の
写
真
を
も
と

に
、
感
じ
た
こ
と
や
良
い
点
を
話
し

合
い
ま
し
た
。

《第
三
国
》

い
よ
い
よ
最
後
の
第
三
回
は
、

一

般
公
開
の
も
と
、
各
グ
ル
ー
プ
の

｢良
い
風
景
｣
や
、
も

っ
と
よ
く
す

る
た
め
の
改
善
方
法
を
、
自
分
た
ち

で
考
案
し
た
テ
ー
マ
を
基
に
発
表
し

ま
し
た
。

生
徒
の
皆
さ
ん
よ
り
も
多
い
聴
衆

(神
山
の
風
景
街
道
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
の
代
表
者
、
新
聞
記
者
、
校
長

先
生
、
国
、
県
、
町
の
関
係
者
等
)

を
前
に
緊
張
気
味
な
が
ら
も
、
豊
か

な
発
想
と
若
い
感
性
で
、
楽
し
く
、

大
い
に
参
考
と
な
る
意
見
発
表
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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A グループ ~ なごむ心をつくりたい ~

【主な意見】
･ いい風景だけどわかりにくい場所なの

で、 場所を紹介する看板をつくる。
･真ん中の木を偉大に見せたい。 光が入
るように木を切りそろえてそれを眺め
るベンチを置きたい。

･森林公園へ行く道に、 花などを植えれ
ば、 もっとなごむ風景になる。

B グループ ~ 風景のB e fo re → A fte r ~

【主な意見】
･橋から見える川がきれいだけど、 歩道も
ゆっくり眺める場所もないので、 ベンチ

などを設置できるスペースがほしい。
･公園の木をよりきれいに見せるために、
遊具の色を塗り直して芝を植える。

･ 素朴ないい道だけど、 暗い印象なので

花を植えてみるといい風景になる。

C グループ ~ 川と山のハーモニーが心を動かす ~

【主な意見】
･ いつも通っている道。 雰囲気を壊して

いる建物を壊すのはかわいそうなので、
木を植えて隠せばいいと思った。

･コンクリートなど冷たい印象のものは

緑で覆うような工夫をしたい。
･川にろうそくを浮かべれば、 川に映る

明かりを楽しむというサプライズが演
出できる。

D グループ ~ 名のある風景 ~
【主な意見】
･ 木々の間からまちがきれいに見える場

所があった。 長い杉の木々の間から隠

れて見える風景なので ｢神かくしの長
杉｣ と命名。

･ 曲がりくねった道で、 暗いところから

明るいところに出る雰囲気が好きだっ
た。 まるで蛇のような道なので ｢蛇道｣
と命名。

銘 道行セ 2008,2



写真 3 ワークショップに参加した中学生や関係者のみなさん

寶
田
先
生
か
ら
の
講
評
】

｢普
段
通
学
路
と
し
て
し
か

見
て
い
な
か
っ
た
風
景
、
ほ
と

ん
ど
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
風

景
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、
い

い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
見
え
て

き
た
。｣
と
い
う
感
想
が
た
く

さ
ん
聞
け
て
良
か
っ
た
。
今
後

は
見
つ
け
た
風
景
の
良
さ
を
神

山
を
訪
れ
る
人
や
、
自
分
の
ま

わ
り
の
人
に
発
信
す
る
と
い
う

こ
と
も
考
え
て
い
た
だ
き
た

い
。

ま
た
、
神
山
町
の
風
景
街
道
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
代
表
者
で
あ
る
大

南
さ
ん
か
ら
は
、
｢
こ
の
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
き
っ
か
け
に
、
何
か
新
し

い
こ
と
を
や
り
た
い
な
と
い
う
提
案

が
あ
れ
ば
、
気
軽
に
声
を
か
け
て
く

だ
さ
い
。
大
人
も
皆
さ
ん
と

一
緒
に

な
っ
て
行
動
を
起
こ
し
た
い
と
思
い

ま
す
。｣
と
の
ご
挨
拶
と

｢神
山
風

景
ガ
イ
ド
認
定
証
｣を
頂
き
ま
し
た
。

53　
　

◆

｢す
き
な
町
｣
か
ら

雌"̂〕

｢す
て
き
な
町
へ
｣

2道行セ 2008,2

最
後
に
神
山
町
の
N
P
O
法
人
グ

リ
ー
ン
バ
レ
ー
の
理
事
長
が
よ
く
口

に
す
る
言
葉
を
紹
介
し
ま
す
。

｢
み
ん
な
が
大
好
き
な
神
山
町
。

す
き
な
町
に
み
ん
な
が
協
力
し
て
手

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『す
き

な
町
』
か
ら

『す
て
き
な
町
』
に
な

る
。皆

さ
ん
も
是
非
、
四
国

･
徳
島

県

･
神
山
町
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

き
っ
と
素
敵
な
お
み
や
げ
を
お
渡
し

で
き
る
と
思
い
ま
す
。



豊
鬮
市
M
m
e

重
箪
s
緘
衞
と
連
携
し
た

安
全
･
快
適
な
移
動
支
援
情
報
提
供
社
会
実
験

盟
雷
都
市
交
通
研
究
所
研
究
部
鰯
総

裁
虻

豊
田
市
都
市
整
備
部
交
通
政
策
課

榎
本

貴
好

愛
知
県
豊
田
市
は
、
愛
知
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
人
口
約
四
二
万
人
、

面
積
九
一
八
蟷
の
自
動
車
産
業
の
発
展
と
と
も
に
成
長
し
た
工
業
都
市
で
あ

る
。
通
勤
で
の
自
動
車
利
用
が
約
八
0
%
、
全
目
的
で
の
自
動
車
利
用
が
約
七

0
%
と
、
自
動
車
分
担
率
が
他
の
都
市
圏
に
比
べ
て
非
常
に
高
い
と
い
う
交
通

特
性
が
あ
る
。
交
通
事
故
に
つ
い
て
も
平
成
一
九
年
の
交
通
死
亡
事
故
件
数
が
、

全
国
で
ワ
ー
ス
ト
一
の
愛
知
県
の
中
で
三
番
目

(名
古
屋
市
を
除
く
)
に
多
い

結
果
と
な
っ
て
お
り
、
交
通
事
故
対
策
へ
の
取
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
特

に
、
都
市
部
に
お
い
て
は
、
通
勤
時
な
ど
の
生
活
空
間
へ
の
自
動
車
の
流
入
も

見
ら
れ
、
こ
れ
に
起
因
す
る
交
通
安
全
上
の
課
題
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
交
通
安
全
対
策
と
し
て
、
①
地
域
の
居
住
者
･道
路
利
用
者
が

感
じ
て
い
る
危
険
地
点
を
市
域
全
体
で
把
握
し
、
②
危
険
指
摘
箇
所
が
集
中

し
て
い
る
地
域
へ
の

(抜
け
道
利
用
と
し
て
の
)
自
動
車
の
流
入
を
抑
制
す

る
と
共
に
、
③
流
入
し
て
き
た
車
両
に
対
し
て
は
速
度
の
抑
制
を
行
う
こ
と

が
解
決
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
一
連
の
対
策
の
可
能
性
を
検
討
す
る
た
め
、
I
T
･
I
T
S
技

術
と
道
路
改
良
施
策
を
相
互
に
連
携
さ
せ
て
、
二
〇
〇
六
年
九
月
~

=
月

に
豊
田
市
内
で
社
会
実
験
を
行
っ
た
。

二

社
会
実
験
の
概
嚢

本
社
会
実
験
は
、
前
述
の
①
、
③
の
各
段
階
に
対
応
す
る
実
験
を
実
施
し
た
。

州

①

地
域
の
居
住
者
.
道
路
利
用
者
が
感
じ
て
い
る
危
険
地
点
を
市
域
全
体

ヤ

で
把
握

鮴

《
実
験
1
》
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
マ
ッ
プ
の
作
成

地
域
の
交
通
安
全
対
策
を
考
え
る
際
に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
を
開
き
、

効



地
域
の
居
住
者
が
中
心
と
な
っ
て
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
マ
ッ
プ
の
作
成
を
行
う
こ

と
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
で
は
、
周
辺
地
区
の
居

住
者
、
抜
け
道
利
用
を
行
っ
て
い
る
ド
ラ
イ
バ
ー
等
の
当
該
地
域
居
住
者
以

外
の
意
見
や
、
対
象
地
域
居
住
者
で
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
に
参
加
で
き
な

い
人
の
意
見
が
反
映
で
き
な
い
点
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
、
よ
り
広
範
囲
の
道
路
利
用
者
の
意
見
を
収
集
し
、

危
険
地
点
を
市
域
全
体
で
把
握
す
る
試
み
を
行
っ
た
。

②

危
険
指
摘
箇
所
が
集
中
し
て
い
る
地
域
へ
の
(抜
け
道
利
用
と
し
て
の
)

自
動
車
の
流
入
を
抑
制

《実
験
2
》
通
過
車
両
台
数
の
低
減

、
カ
ー
ナ
ビ
に
よ
る
あ
ん
し
ん
歩
行
エ
リ
ア
等
へ
の
進
入
車
両
へ
の
情
報
提
供
~

そ
の
地
域
に
目
的
が
な
く
抜
け
道
利
用
を
す
る
た
め
の
自
動
車
の
進
入
を
抑

制
す
る
こ
と
は
、
地
域
の
安
全
性
向
上
に
直
結
す
る
。
し
か
し
、
各
地
で
整
備

が
進
め
ら
れ
て
い
る
あ
ん
し
ん
歩
行
エ
リ
ア
等
の
面
的
な
交
通
安
全
対
策
の
実

施
地
域
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
そ
の
地
域
が
安
全
性
を
重
視
し
た
整
備
を
行
っ

た
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、

ド
ラ
イ
バ
ー
は
他
の
地
域
と
同
様
に
、
整
備
地
域
だ
と
気
づ
か
ず
に
、
生
活
道

路
を
抜
け
道
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
カ
ー
ナ
ビ
に
あ
ん
し
ん
歩
行

エ
リ
ア
等
の
本
来
、
自
動
車
で
の
通
行
を
抑
制
す
る
地
域
の
情
報
を
提
供
し
、

こ
の
地
域
の
通
行
を
避
け
て
欲
し
い
旨
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
示
す
る
こ
と
で
、

通
過
交
通
車
両
削
減
に
対
す
る
有
効
性
を
検
証
し
た
。

③

流
入
し
て
き
た
車
両
に
対
し
て
は
速
度
の
抑
制
を
行
う

《実
験
3
》
走
行
車
両
の
速
度
低
減

を
、
平
成

一
七
年
度
ま
で
に
合
計
六
九
路
線
で
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

交
通
事
故
の
削
減
や
大
型
車
両
の
走
行
台
数
の
削
減
な
ど
に
大
き
な
効
果
が

見
ら
れ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
小
型
車
両
の
交
通
量
の
削
減
、
走
行
速
度
の

低
減
に
さ
ら
な
る
改
善
の
余
地
が
存
在
す
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
当
該
あ
ん
し
ん
歩
行
エ
リ
ア
内
の

｢路
側
帯
拡
幅
の
た
め
の

中
央
線
抹
消
施
策
｣
実
施
路
線
に
お
い
て
ハ
ン
プ

･
狭
さ
く
等
の
既
存
の
交

通
静
穏
化
手
法
と
組
み
合
わ
せ
た
場
合
の
改
善
効
果
を
検
討
し
た
。

亘

社
会
実
験
の
襄
施
内
轡
e
結
果

炎実
験
1
》
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
マ
ツ
ブ
の
作
成

に尺

;
新
た
な
意
見
集
約
方
法
の
検
討
i

-

実
験
の
目
的

地
域
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
を
実
施
す
る
上
で
、
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
マ
ッ

ブ
の
作
成
は
有
効
な
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヒ
ヤ
リ
ハ

ッ
ト
マ
ッ
プ
は
、
対
象
地
域
や
小
学
校
な
ど
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
あ
る
い
は

総
合
学
習
の
授
業
な
ど
を
開
催
し
、
そ
の
場
で
地
図
を
作
成
す
る
こ
と
が
多

く
、
周
辺
地
区
の
居
住
者
、
抜
け
道
利
用
を
行
っ
て
い
る
ド
ラ
イ
バ
ー
等
の

当
該
地
域
居
住
者
以
外
の
意
見
や
、
対
象
地
域
居
住
者
で
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
等
に
参
加
で
き
な
い
人
の
意
見
が
反
映
で
き
な
い
点
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
意
見
収
集
の
補
完
手
段
と
し
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
地
点
収
集
の
有
効
性
を
検
証

し
た
。

~
ハ
ン
プ
の
設
置
に
ょ
る
住
宅
地
内
道
路
の
速
度
低
減
~

2

実
験
の
概
要

豊
田
市
で
は
こ
れ
ま
で
に

｢路
側
帯
拡
幅
の
た
め
の
中
央
線
抹
消
施
策
｣

実
験
は
、
二
0
0
六
年

一
一
月
九
日
~
二
0
○
七
年
二
月
二
人
日
ま
で
の



約
四
ヵ
月
間
行
っ
た
。

実
験
に
あ
た
り
、
既
存
の
W
e
b
G
I
S
を
利
用
し
、
地
図
上
に
ヒ
ヤ
リ

ハ
ッ
ト
ポ
イ
ン
ト
と
そ
の
内
容
を
記
入
で
き
る
サ
イ
ト
を
開
設
し
た
。
こ
の

サ
イ
ト
は
次
の
よ
う
な
要
件
を
持
つ
も
の
と
し
て
既
存
シ
ス
テ
ム
の
改
変
に

よ
り
独
自
に
開
発
し
た
。

･
地
図
は
町
名
検
索
と
地
図
上
で
場
所
を
直
接
ク
リ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ

る
ダ
イ
レ
ク
ト
移
動
が
可
能

･
登
録
で
き
る
交
通
手
段
は
、
｢自
転
車
｣
｢自
動
車
｣
｢歩
行
者
｣
の
三

種
類

･
性
別
、
年
齢

(層
)
、
交
通
手
段
の
区
分
、
郵
便
番
号
、
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
を
入
力
し
て
回
答

･
回
答
者
は
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
よ
る
検
索
機
能
に
よ
り
、
自
分
で
入

力
し
た
情
報
の
更
新
･
追
加
･
削
除
が
可
能

･
書
き
込
み
情
報
は
、
そ
の
ま
ま
公
開
す
る
も
の
で
は
な
く
、
管
理
者
に

よ
る
精
査
の
上
で
公
開

3

W
e
b
サ
イ
ト
の
構
成
と
入
力
方
法

･
結
果

入
力
は
、
豊
田
市
移
動
支
援
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

｢
み
ち
ナ
ビ
と
よ
た

含
目
"
"
"
"
日
扇
げ
目
pく
二
8
会
上
せ
"
｣
に
ア
ク
セ
ス
し
、
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の

ア
イ
コ
ン
か
ら
専
用
の
サ
イ
ト
に
移
動
し
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
。
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入
力
さ
れ
た
情
報
は
、
管
理
者
が
公
開
基
準
に
従
っ
て

｢公
開
｣
、
｢非

公
開
｣
を
判
断
し
、
公
開
す
る
こ
と
と
し
た
。
入
力
さ
れ
た
表
現
が
公
開
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
の
権

限
で
一
部
修
正
を
行
っ
た
上
で
公
開
し
た
。
ま
た
、
現
地
調
査
の
結
果
、
記

入
さ
れ
た
状
況
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合
や
、
継
続
的
な
調
査
が
必
要
と

判
断
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
｢未
確
認
｣
と
し
て
公
開
を
見
送
っ
た

(図

ー
)
。【公

開
基
準
】

◆
記
述
内
容
が
具
体
的
で
状
況
が
理
解
で
き
る
。

◆
再
現
性
が
あ
る

(実
際
に
ヒ
ヤ
リ
体
験
や
事
故
発
生
な
ど
の
報
告
が

あ
る
。
ま
た
は
現
地
確
認
の
結
果
、
状
況
を
確
認
で
き
る
)。

◆
特
定
の
個
人
･
団
体
へ
の
誹
誹
中
傷
を
含

表 1 インターネットヒヤリ地図への書き込み件数

公開区分 歩行者 自転車 自動車 計総

畑 24 ワー $ 幻

非公開 リ
ム

?
“

未確認他 q
〉 9“ n 22

計総 艶 q
〉

69 m

に
は
、
渋
滞
の
車
列
の
間
を
無
理
に
横
断
す
る
歩
行
者
が
多
く
見
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
日
中
に
は
一
方
通
行
路
を
実
際
に
逆
送
す
る
車
も
見
ら
れ

(図
2

写
真
)、
非
常
に
危
険
な
状
況
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
事
故
発
生
状
況
を

確
認
し
て
み
る
と
、
指
摘
の
よ
う
な
事
故
が
実
際
に
発
生
し
て
お
り
、
早
急

に
交
通
安
全
対
策
を
実
施
す
べ
き
場
所
で
あ
る
と
確
認
で
き
た
。

にワ

ま
な
い
。

◆
単
な
る
行
政
等
へ
の
要
望
で
は
な
い

一
一
月
九
日
~
二
月
二
人
日
ま
で
の
約
四
ヵ
月

間
に
入
力
さ
れ
た
情
報
は

-
-
一
件
で
あ
り
、
交

通
手
段
に
よ
り
分
類
す
る
と
表
1
の
と
お
り
と
な

る
。

4

具
体
例

こ
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
書
き
込
み
情
報
の
一
例
を

図
2
に
示
す
。

指
摘
の
あ
っ
た
現
場
で
自
動
車
･
歩
行
者
等
の

交
通
量
や
挙
動
を
観
察
し
た
結
果
、
夕
方
混
雑
時

ひどい上に、 水銀灯はあるが、 大
きな標識が光を半減させており、
横断歩道待ちの人が見えません。
自動車からの陰からの飛び出し、
強引な自動車の割り込み (郵便局

スーパー

図 2 ヒヤリハット指摘地点での交通事故発生状況 (2005年)
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死亡事故 ◎
重傷事故 ①
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自動車 字
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停止車両 園
停止二輪 *『
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5

実
験
の
結
果

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
方
法
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
地
点
は
、
別

途
行
っ
た
記
入
式
の
方
法
で
作
成
し
た
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
マ
ッ
プ
で
指
摘
さ

れ
て
い
た
地
点
や
、
実
際
に
事
故
の
発
生
し
た
地
点
と
重
な
っ
て
い
る
も

の
が
多
く
、
指
摘
件
数
は
少
な
い
も
の
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

の
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
マ
ッ
プ
の
有
効
性
を
確
認
で
き
た
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
マ
ッ
プ
の
作
成

は
、
常
に
最
新
の
情
報
を
収
集
･
蓄
積
で
き
、
交
通
手
段
別
や
年
齢
層
別

に
集
計
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
特
性
を
も
ち
、
今
後
は
安
全
対

策
だ
け
で
な
く
、
道
路
管
理
、
道
路
整
備
な
ど
へ
の
活
用
も
期
待
で
き
る
。

《実
験
2
》
通
過
車
両
台
数
の
低
減

5
カ
ー
ナ
ビ
に
よ
る
あ
ん
し
ん
歩
行
エ
リ
ア

進
入
車
両
へ
の
情
報
提
供
;

-

実
験
の
目
的

近
年
は
、
あ
ん
し
ん
歩
行

エ
リ
ア
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

･
ゾ
ー
ン
な
ど
、

面
的
な
広
が
り
を
持
っ
た
地
域
へ
の
交
通
安
全
対
策
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
安
全
対
策
エ
リ
ア
が
充
分
に

は
分
か
ら
ず
、
幹
線
道
路
の
渋
滞
状
況
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
安
全
対
策
地

域
内
の
道
路
を
抜
け
道
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い

る
。そ

こ
で
、
本
実
験
で
は
車
両
側
に
面
的
な
交
通
安
全
対
策
を
行
っ
て
い

る
地
域
で
あ
る
こ
と
を
、
カ
ー
ナ
ビ
を
利
用
し
て
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
動
車
の
利
用
状
況
に
何
ら
か
の
変
化
が
見
ら
れ
る
か
検
討
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
。
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図 3 実験設定エリアと被験者通行ルート
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エ
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1｣

　
　｢スクールゾーン｣ 及び ｢あんしん歩行エリア｣ へ車両が

進入した場合、ナビと連動した各種注意喚起を行う。試乗後、
被験者へのアンケート調査により、 ユーザー評価を得る。

2

社
会
実
験
の
概
要

(表
2
)

"

地
図
上
に
面
的
な
交
通
安
全
対
策
を
行
っ
た
エ
リ
ア
(図
3
)
を
設
定
し
、

堀

該
当
エ
リ
ア
内
に
車
両
が
進
入
し
た
際
に
警
星
ロが
出
る
カ
ー
ナ
ビ
シ
ス
テ
ム

ャ

を
構
築
す
る
o

こ
の
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
、
被
験
者
に
よ
る
実
験
を
行
う
。

携

こ
れ
に
よ
り
、
カ
ー
ナ
ビ
上
で
警
星
ロす
る
こ
と
で
、
面
的
な
交
通
安
全
対
策

を
行
っ
た
地
域
で
通
過
交
通
抑
制
効
果
が
期
待
で
き
る
か
検
証
を
行
っ
た
。

殺



図 4 ｢スクールゾーン｣ ｢あんしん歩行エリア｣ についての安全への効果

どちらかというとない

0 %

かというとある

64 %

特にかわらない 6 %

図 5 カーナビによる警告での行動変化

てれ
る

;
弱
骸

き
鯲

　　
　
　

砒
繊
53

　

《実
験
3
》
通
過
車
両
の
速
度
低
減

梅坪西 58号線
路側帯拡幅のための中央線
抹消施策実施路線

5
ハ
ン
プ
の
設
置
に
よ
る
住
宅
地
内
道
路
の
速
度
低
減
,

ー

実
験
の
目
的

豊
田
市
で
は
こ
れ
ま
で
に

｢路
側
帯
拡
幅
の
た
め
の
中
央
線
抹
消
施
策
｣

を
、
平
成

一
九
年
度
ま
で
に
合
計
七
四
路
線
で
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

交
通
事
故
の
削
減
や
大
型
車
両
の
走
行
台
数
の
削
減
な
ど
に
大
き
な
効
果
が

見
ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
小
型
車
両
の
交
通
量

の
削
減
、
走
行
速
度
の
低
減
に
さ
ら
な
る
改
善
の
余
地
が
存
在
す
る
こ
と
も

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
地
域
の
理
解
が
得
ら
れ
た
場
合
、
当
該

あ
ん
し
ん
歩
行
エ
リ
ア
内
の
整
備
路
線
に
お
い
て
ハ
ン
プ

･
狭
さ
く
等
の
既

存
の
交
通
静
穏
化
手
法
と
組
み
合
わ
せ
た
場
合
の
改
善
効
果
を
検
討
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
。

2

実
験
の
概
要

対
象
路
線

(図
6
)
は
、

豊
田
市
内
で
整
備
が
進
め

ら
れ
て
い
る
あ
ん
し
ん
歩

行
エ
リ
ア
内
で
平
成

一
四

年
七
月
に

｢路
側
帯
拡
幅

の
た
め
の
中
央
線
抹
消
施

策
｣
(図
7
)
を
行
っ
た

路
線
で
あ
り
、
そ
の
路
線

の
二
カ
所
に
ゴ
ム
製
の
ハ

ン
プ
を
設
置
し
、
そ
の
安

全
上
の
効
果
に
つ
い
て
検

　コト
化

ス
'<、

ポ
さ

に
狭

置
側

、

設
外
し

の
の
置

プ
プ
設

ン
ン
を

ハ
ハ
ン

3

実
験
の
結
果

被
験
者
数
は
一
七
名
で
充
分
と
は
言
え
な
い
が
、
安
全
へ
の
効
果
に
つ
い

て
は
被
験
者
か
ら
肯
定
的
な
回
答
が
得
ら
れ
た

(図
4
)。
ま
た
、
カ
ー
ナ

ビ
で
の
彗
星
ロ
に
よ
り
、
安
全
面
へ
の
注
意
喚
起
が
な
さ
れ
、
｢
ス
ピ
ー
ド
を

落
と
し
て
ゆ
っ
く
り
走
る
｣
が
四
一
%
、
｢周
囲
に
注
意
を
し
な
が
ら
運
転

す
る
｣
が
五
三
%
と
、
交
通
安
全
に
係
わ
る
行
動
変
化
に
つ
な
が
る
こ
と
が

分
か
っ
た

(図
5
)。

図 6 実験対象路線



　
　
　

　
　
　

　
　
　

鉗
ン

た

0

イ

し

1

サ

用

　
　
　

断

8 実験で使用したハンプの概要

証
を
行
っ
た
。
な
お
、
今
回
の
実
験
で
は
、
異
な
る
メ
ー
カ
ー
か

ら
発
売
さ
れ
て
い
る
二
種
類
の
ハ
ン
プ

(図
8
)
を
使
用
し
た
。

3

実
験
の
結
果

｢路
側
帯
拡
幅
の
た
め
の
中
央
線
抹
消
施
策
｣
と
ハ
ン
プ
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
る
自
動
車
の
交
通
量
と
平
均
走
行
速
度

を
、
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
カ
ウ
ン
タ
ー
を
用
い
て
計
測
し
た
結
果
が
表

3
で
あ
る
。
速
度
の
抑
制
効
果
は
非
常
に
高
く
、
路
線
の
走
行
速

度
を
大
幅
に
低
下
さ
せ
る
効
果
が
見
ら
れ
た
。

一
方
、
今
回
の
社

会
実
験
で
は
、
交
通
量
の
削
減
効

果
“
“
と
‘
莞

“
“
ず
、
交
通

鶴
獲

量
の
削
減
の
た
め
に
は
さ
ら
な
る

対
策
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
明
ら

南南↓北方向 北↓南方向

前事 中
-

験実 前事 中
-

験実

1週間走行交通量 芻 蜘 "19 残平均速度 (lmQ/h) 914獲れT 残 リム11メ4 424
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前

ン
曲
線
の
ハ
ン
プ
の
五
撃

前
･

燐

冲

紅

2

籍南→北方向の計測地点は断面がサイン曲線のハンプの 5 m 手前。
北→南方向の謂う則地点は断面が台形のハンプの 5 m 手前。

表3 自動車の交通量と平均走行速度の変化

北
↓
南
方
向
の
計
測
地
点
は
断
面

が
台
形
の
ハ
ン
プ
の
五

m
手
前
で

あ
る
)
。

　
　　
　　

　
　
　
　
　
　　　　

図
9
.
1 0
は
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カ
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様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
台
形

ハ
ン
ブ
に
つ
い
て
は
、

走
行
速
度
を
低
下
さ
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
の

速
度
で
通
過
す
る
自
動
車
が
若
干
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ハ
ン
ブ
の
進
行

方
向
の
長
さ
が
短
い
場
合
、
一
定
速
度
以

上
で
走
行
す
る
と
、
ハ
ン
プ
通
過
時
の
車

両
の
上
下
動
が
ス
プ
リ
ン
グ
で
吸
収
さ
れ
、

ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
ハ
ン
プ
独
特
の
不

快
感
が
な
く
な
り
、
走
行
速
度
を
落
と
さ

な
い
自
動
車
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
本
実
験
で
走
行
速
度
を
低
下
さ

せ
ず
に
走
行
し
た
車
両
が
存
在
し
た
こ
と

は
こ
の
よ
う
な
状
況
が
発
生
し
た
こ
と
を

示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ハ
ン
プ
の
設

置
の
際
に
は
そ
の
長
さ
に
つ
い
て
も
検
討

を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一
方
、
騒
音
に
つ
い
て
は
、

ハ
ン
プ
を

設
置
し
な
い
場
合
よ
り
も
両
者
と
も
に
平

均
値
は
低
く
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
振

動
に
つ
い
て
は
ハ
ン
プ
を
設
置
す
る
こ
と

に
よ
り
、
振
動
値
が
高
く
な
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。
ま
た
、
振
動

･
騒
音
と
も
に
、

台
形
ハ
ン
プ
よ
り
も
サ
イ
ン
曲
線
ハ
ン
プ

の
方
が
や
や
優
れ
た
特
性
を
持
っ
て
い
る
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わ
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こ
と
が
示
さ
れ
た

(図
=
･
g

。

ま
た
、
実
際
に
こ
の
路
線
を
走
行
し
て
い
る
ド
ラ
イ
バ
ー
と
居
住
者
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
は
ハ
ン
プ
走
行
時
に
は
、
ブ
レ
ー
キ

を
踏
み
、
速
度
を
か
な
り
落
と
し
て
走
行
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て

お
り
、
ハ
ン
プ
に
対
し
て
不
快
で
危
険
な
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
ハ
ン
プ
が
想
定
通
り
の
効
果

(ド
ラ
イ
バ
ー

に
速
度
を
落
と
さ
せ
る
効
果
)
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
居

住
者
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
、
今
回
の
よ
う
な
整
備
に
対
し
て
多
く
が
賛
成
を
寄

せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
整
備
に
つ
い
て
今
後
も
選
択
肢
の
一

つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
に
値
す
る
施
策
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

た
だ
し
、
ハ
ン
プ
の
存
在
が
ド
ラ
イ
バ
ー
に
認
識
さ
れ
、
低
速
走
行
が
常

態
化
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
は
、
騒
音

･
振
動
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
ト
ラ

ブ
ル
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
や
、
非
幹
線
道
路
も
｢天
下
の
公
道
｣

で
あ
り
、
車
が
道
路
を
走
り
に
く
く
し
て
も
ら
っ
て
は
困
る
と
の
意
見
も
見

ら
れ
る
な
ど
、
今
後
の
周
知
活
動
や
、
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
へ
の
世
論
形
成

な
ど
も
同
時
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た

(図
倦
)。
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リ
ム図

30

プ通行時の車種別平均振動値

四

今
後
の
展
開

◎
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
新
た
な
意
見
集
約
手
法

(ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ

ト
マ
ッ
プ
)
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
意

見
集
約
し
た
結
果
を
精
査
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
す
る
と
と

も
に
、
学
校
で
の
交
通
安
全
教
育
、
自
治
区
等
へ
の
配
布
に
よ
る
危
険

箇
所
の
注
意
喚
起
、
道
路
整
備
等
に
役
立
て
た
い
と
考
え
て
い
る
。

◎
カ
ー
ナ
ビ
連
携
に
よ
る
面
的
交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
ス

ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
の
情
報
提
供
が
一
部
実
用
化
さ
れ
て
お
り
、
今
後
は
民

R

軽　　



間
で
の
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

.
拡
大
が
期
待
さ
れ
る
。

召

◎
ハ
ン
プ
の
設
置
に
よ
る
通
過
車
両
速
度
低
減
対
策
に
つ
い
て
は
、
車
両

の
走
行
速
度
抑
制
効
果
が
非
常
に
高
く
、
今
後
の
交
通
安
全
対
策
手
法

篏　　

の
一
つ
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。
た
だ
、
実
際
に
設
置
す
る
に
は
、

?

道
路
管
理
者
と
の
協
議
や
地
元
住
民
の
理
解
と
協
力
が
必
要
で
あ
る
。

ャ酪

図 13 ドライバー ･居住者による評価

ドライバーの評価
(ハンプを走る時に車内で不快を感じるか?)

居住者の評価
(ハンプを走都寺に車内で不快を感じるか?)

居住者の今回の施策についての
総合評価

サ
イ
ン
曲
線
ハ
ン
プ

ー

台
形
ハ
ン
プ

“

娩

ず±
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#ミ
玖で

役

務

役

務

瀬沙ミ

今
後
、
今
回
の
社
会
実
験
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
効
果
や
課
題
を
も
と

に
、
市
民
や
企
業
、
関
係
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
安
全
で
快
適
な
移
動

の
で
き
る
魅
力
的
な
都
市
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
I
T
･
I

T
S
技
術
と
連
携
し
た
新
た
な
取
組
み
に
つ
い
て
も
、
交
通
安
全
対
策
や
渋

滞
環
境
対
策
、
中
心
市
街
地
活
性
化
対
策
な
ど
各
種
対
策
に
、
積
極
的
に
取

り
入
れ
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
る
。



、い
き纂
刈
製
☆
滝
澤
!ミ
ミ
謎
"選
対
さ
さ
淺
選ぶ
淺
逕
鳶
滋
は選
ん義
諄
ミ
州
遜
逡
対
さ
き
"選
対
醇
州将
鑓
邇鈍
ミ輔
導
9滋
話
さ
巽
!き
"ミ
ミミ凝
き対
せ"
鎚
ききハミミメ導
きき

平
成
二
〇
年
四
月
号
か
ら
誌
面
を
一
層
充
実
さ
せ
た

燃襲
#
『讓
離
縁
嚢
鼈
蘂
茅
1
』
が
ス
タ
ー
ト

平
成
二
年
四
月
に
創
刊
さ
れ
た

｢月
刊
道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣
、
お
蔭
様

で
こ
の
三
月
に
は
満

一
八
年
と
な
り
、
四
月
か
ら
一
九
年
目
を
迎
え
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
間
、
多
く
の
方
々
に
ご
指
導
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
厚
く

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

◆
本
誌
の
位
置
づ
け
◆

従
い
ま
し
て
本
誌
は
、
学
齢
的
に
は
高
校
三
年
を
卒
業
す
る
ま
で
に
至
り

ま
し
た
が
、
本
誌
の
位
置
づ
け
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
当
時
の
建
設
省

道
路
局
長
が

｢創
刊
に
寄
せ
て
｣
と
題
す
る
記
事
を
創
刊
号
に
寄
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
は

｢!
･!
道
路
行
政
に
求
め
ら
れ
る
課
題
が
山

積
し
、
そ
の
重
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
の
時
期
に
道
路
行
政
の
専

門
誌
と
し
て
本
誌
が
創
刊
さ
れ
た
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し
い
限
り
で
す
。
本
誌

は
、
道
路
に
関
す
る
法
令
の
制
定
、
改
正
等
の
道
路
行
政
上
重
要
な
情
報
を

満
載
し
て
、
道
路
実
務
に
携
わ
る
人
を
は
じ
め
と
し
て
広
く
国
民
の
皆
様
に

お
届
け
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
!
!
こ
と
あ
り
ま
す
。

少
し
長
く
リ
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
本
誌
の
位
置
づ
け
は
端
的

に
申
し
上
げ
ま
し
て
、
｢道
路
行
政
の
専
門
誌
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

｢道
路
行
政
の
情
報
誌
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
三
月
に
は
･

通
巻
で
二
一
六
号
を
数
え
る
こ
Fと
と
な
り
ま
し
た
が
、

鰕n
Y

こ
れ
ま
で
、
時
々
の
道
路
行
政
に
関
す
る
国
や
地
方
の
話
題

･
課
題
、
道
路

2

法
令
の
動
き

･
解
説
と
い
っ
た
情
報
提
供
を
基
本
に
据
え
･

い
ろ
い
ろ
な
情

律

報
を
お
届
け
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
創
刊
当
時
か
ら
の
｢道
路
行

道

政
｣
に
関
わ
る

｢情
報
誌
｣
.
｢専
門
誌
｣
と
し
て
の
役
割
、
こ
れ
か
ら
も

“



変
わ
る
こ
と
な
く
、
こ
う
し
た
基
本
線
に
沿
っ
て
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
′

こ
う
し
た

霞
と

を
、
こ
れ
か
ら
の
誌
面
づ
く
り
に
あ
た
り
ま
し
て
、
十

循

て
お
り
ま
す
。

分
に
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
〈
所
存
で
あ
り
ま
す
。

◆
本
誌
に
対
す
る

『声
｣
を
伺
い
ま
し
た
◆

滴行セ 　
　

◆
道
路
管
理
に
携
わ
る
方
々
の
た
め
の
情
報
の
充
実
に
努
め
ま
す
◆

纖

一
方
、
創
刊
し
て
間
も
な
く
二
〇
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
間
に
、
世

平
成
二
〇
年
四
月
号
か
ら
誌
面
の
刷
新
に
向
け
て
、
道
路
管
理
に
携
わ
る

の
中
の
動
き
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

々
に
寸
し
て
、
日
頃

、

こ

ゅ

ぼ
り
と
も
、
没
こ
、

う

特
に
、
情
報
面
で
の
変
動
が
顕
著
で
、
情
報
を
提
供
す
る
側
、
受
け
取
る

側
何
れ
に
し
ま
し
て
も
、
当
時
と
は
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
の
い
わ
ゆ
る

｢情
報
化
社
会
｣
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
情
報
化
社
会
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
て
、
｢道
路
行
政
｣
の

｢情

報
誌

.
専
門
誌
｣
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
あ
る
本
誌
と
し
ま
し
て
も
、
よ
り

良
い
誌
面
づ
く
り
を
目
指
す
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
読
者
の
皆
様
に
本
誌
に

対
す
る
害
戸
｣
を
伺

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た

｢声
｣
、
そ
の
一
部
で
す
が
、
掲
載
さ

せ
て
頂
き
ま
す
と
と
も
に
、
こ
う
し
た

｢声
｣
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た

方
々
に
対
し
、
改
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

方
々
に
対
し
て
、
日
頃
の
業
務
に
多
少
な
り
と
も
お
役
に
立
て
れ
る
よ
う
企

画
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

新
た
に
設
け
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す

｢誌
面
講
義
｣
で
は
、

･
道
路
法
制
一
般

･
道
路
占
用
制
度

等

こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
誌
面
上
で

の
講
義
を
行
い
、
一
つ
の
テ
ー
マ
が

一
回
ま
た
は
二
回
の
掲
載
に
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
業
務
を
担
当
し
て
お
ら
れ
る
国
土
交
通
省
担
当
課
室
か
ら
、
詳
し

く
解
説
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

◆
地
方
か
ら
の
声
者
記
事
に
◆

｢読
者
層
に
必
要
な
記
事
内
容
面
で
の
充
実
を
図
っ
て
欲
し
い
｣

｢既
存
情
報
の
提
供
に
あ
た
っ
て
は
、
背
景
事
情
に
つ
い
て
も
十
分
な

解
説
を
加
え
て
欲
し
い
｣

｢市
町
村
に
関
係
し
た
記
事
を
積
極
的
に
掲
載
し
て
欲
し
い
。
都
道
府

県
･
市
町
村
の
p
R
や
事
例
紹
介
等
の
誌
面
を
、
今
よ
り
増
や
し
て
欲

し
い
。｣

･
地
方
整
備
局
･
都
道
府
県
･
市
町
村
か
ら
の
道
路
管
理
に
関
わ
る
紹

介
記
事

先
の
本
誌
に
対
す
る
霞
と

の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
情
報
の
受
け
手
で
あ

っ
た
方
々
か
ら
、
｢情
報
を
発
信
し
て
い
た
だ
い
た
ら
ど
う
か
｣
と
い
う
声

も
あ
り
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
そ
う
し
た

｢声
｣
に
お
応
え
す
る
一
環
と
し
ま
し
て
、
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これも ｢声｣ にありました事柄ですが、創刊号か

らの本誌のバックナンバー目次は、 道路広報センタ

ーのホームページにて検索ができるようになりまし
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地
方
の
道
路
管
理
の
取
組
等
を
記
事
と
し
て
順
次
取
り
上
げ
て
い
き
、
全
国

の
道
路
管
理
者
の
方
々
に
情
報
を
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

◆
誌
面
も
刷
新
し
ま
す
◆

･
こ
れ
ま
で
の
三
段
組
か
ら
二
段
組
に

･
活
字
の
大
き
さ
も
、
九
ポ
イ
ン
ト
か
ら

一
0

･
五
ポ
イ
ン
ト
へ

｢よ
り
読
み
や
す
く
｣
と
い
う
こ
と
で
は
、
活
字
の
大
き
さ
を
こ
れ
ま
で

本
誌
は
満

一
人
歳
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
成
人
の
域
に
は
ま

だ
ま
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
今
後
と
も
、
皆
様
の
温
か
い
ご
指
導

･
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

安本
ま よ

　　　　
　 　 　 　つ ー
た 八 ◆ 躯と ,、

よ
り
も
大
き
め
に
変
え
、
三
段
組
み
か
ら
三
段
組
に
変
え
、
読
み
や
す
く
し

“}〆｣文止画'詩月韮重′グンミ灯し対等の党行
くコ)r･囮きハれふい月間(毎年*月-｣や｢通り〉□(毎年笂

噂m日朝′}昼行軍コ}に同リ
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　 　

O AJ塒や崎◎｢鳶式場でキーM科=" '　　　　　　　　 　　　　　　　

鱒日)｣“〕各行事等に協力

くめl想到癇高蛋爾--÷l t Goog淹検素 ｣
。 Y#ゞ“ “講 @ ｢造藷度粥センは一｣蜘軒姥桜麦

『道路広報センター』 にマークして、 検索したい用

語を入力すると、その用語に関連した項目の目次が

検索されます。

どうぞご利用ください。

6 6 酒行セ 2 0 0 R 2




